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久留米女性憲章

わたくしたちは、「男女共同参画社会久留米Jをめざし、人間

としての自立と平等を基本理念、として、家庭で、学校で、職場で、

地域で、生涯を通じ、男女がともにのび、やかに豊かに生きる新し

いまちづくりを進めるために、この憲章を定めます。

1.男女平等をあらゆる場、あらゆる機会で進めます。

2.男女がともに自立し、いきいきと暮らせるまちをつくります。

3.男女があらゆる分野にともに参画で、きるまちをつくりますo

(昭和63年告示第103号)



はじめに

この白書は、男女の自立と男女共同参画社会の実現をめざした第

4次久留米市男女共同参画行動計画(令和 3年度~令和 7年度)の

令和 3年度の実施状況を報告書としてまとめたものです。

また、巻末に久留米市を中心とした女性の現状に関する統計資料、

相談窓口一覧及び参考資料を掲載しておりますので、併せてご活用

いただければ幸いです。

令和5年 3月

久留米市長原口新玉
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第 1部 第4次久留米市男女共同参画行動計画(第3次久留米市

DV対策基本計画)の令和3年度推進状況
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1 行動計画の概要
(1 )計画の期間

計画の期間は令和 3年度から令和 7年度までの 5年間にわたるもので、計画は 5年ご
とに策定しており、令和 3年度に実施した事業の状況報告である。

(2)施策の体系

第4次久留米市男女共同参画行動計画1(第3次久留米市DV対策基本計画)の目標であ
る、 「男女の自立と男女共同参画社会の実現j をめざして、 4つの施策の方向のもと、
様々な施策を推進するものである。

固定的な性別役割分担意識の解消と男女平等意識の啓発

人権尊重のための男女平等の意臓づくり

あらゆる分野における女性の活躍の推進

政策・方針決定過程への女性の参画の促進

雇用の分野における男女共同参画の促進

農業・商工自営業における男女共同参画の促進

家庭・地域における男女共同参画の促進

ワーク・ライフ・バランスの実現

女性に対するあらゆる暴力の根絶

DVの防止及び被害者支援の充実
【第3次久留米市DV対策基本計画】

男
女
の
自
立
と
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現

男女が自立し、生活できる社会づくり

様々な困難を抱える女性等が、
安全に安心して暮らせる環境の整備

計画推進体制の整備

計画推進体制の強化・徹底

推進拠点としての男女平等推進センターの機能充実

市民との協働

2 

3 



成果指標一覧 |【 達成基準】
今目指標が無いもの 一 現状値と比較して上昇している o I 
巴 標値を超えたも士一空- 現状値より下がっているもの 企 」

施策の
施策 成果指標 現状値

令和3年度 達成
目標値

方向 実績 基準

I 

l固定的な性別役 ① 「男は仕事、女は家庭」とい 66.1% 一 7Q.O% 
平人 割分担愈訟の解消 う考え方に同感しない人の審J

ー
等権 と男女平等愈訟の 合JC男女平等に関する市民愈

の尊 啓発 議調査)

意重 (令和元年度〉 (令和6年度) (令和6年度〉

畿の

づた ②学校教育の場で平等と興事じ
2男女平等の視点、 65.2% 一 72.0% くめ る人の割合

りの に立ゥた教育の実 ー

男 践
(男女平等に関する市民意繊

女 調査)
(令和元年度〉 (令和6年度) (令和6年度〉

③審議会・委員会等における
44.Q% 45.3% 50.0% 。

女性委員の登用率
CR;~.4.1 現在) CR4.4.1現在) CR7.4.1現在)

l政策・方針決定

過程への女性の参 ④市職員における管理臓に占 管理職:15.1% 管理臓:16.6% 管理職:20.0%
画の促進 める女性臓員の割合及び監督

職に占める女性職員の割合 監箭職:30.4% 監督臓:31.3% 。監督職:35.0%
(女性活躍推進法に基づく特

定事業主行動計画) CR;~.4.1 現在) CR4.4.1現在) CR8.4.1現在)

⑤職場で平等と興事じる人の劃 20.1% . 30.0% 

合(男女平等に関する市民意 ー

強調査) (令和元年度〉 (令和6年度) (令和6年度〉
E 2 A量周の分野にお

ける男女共同参画

あ
の促進 ⑥女性労働者数(女性雇用保 41，781人 46，720人 43，124人

険被保険者数)C新総合計画
ら 第4次基本計画前期事業主十

。
ゆ

画) (令和元年度〉
(令和4年 1月現在)

(令和4年度〉
る 65歳以上を除く

分

野 ⑦認定農業者における女性腹 6.4% 6.4% 10.0% 
業者の割合(第3期食料・.. 。

お 3農業・商工自営 業・農村基本計画)
(令和元年度〉 (令和3年度) (令和7年度〉

け 業における男女共
る 同参画の促進

⑧筑後地区の中小企業におけ 8.1年 来実施 13年
女

る、女性の平均勤続年数(福岡 ー
性

県賃金事情) (令和元年度〉 (令和3年度) (令和6年度〉の

j舌

躍 ⑨家庭生活で平等と興事じる人 22.2% 一 30.0% 

の の割合(男女平等に関する市 ー

推 4家庭・地減におけ 民意滋調査) (令和元年度〉 (令和6年度) (令和6年度〉
進 る男女共同参画の

促進 ⑪校区コミュニティ組織におけ 18.6% 18.5% 20.0% 

る女性役員の割合(新総合計 ... 
画第4;欠基本計画) (令和2年度〉 (令和3年度) (令和7年度〉

⑪市職員における男性の育児

休業取得率 2Q.4% 32.0% 50.0% 

(次世代育成支援対策推進法 。
に基づく特定事業主行動計

5ワーク・ライフ-，" 画) (令和元年度〉 (令和3年度) (令和6年度〉
ランスの実現

⑫筑後地区における有給取得
8.7日 来実施 11日

回数
ー

(福岡県賃金事情〉 (令和元年度〉 (令和3年度) (令和6年度〉

③及び⑫について、令和3年度は「福岡県賃金事情」調査朱実施。



成果指標一覧 |【 達成基準】
今目指標が無いもの 一 現状値と比較して上昇している o I 
巴 標値を超えたも士一空- 現状値より下がっているもの 企 」

施策の
施策 成果指標 現状値

令和3年度 達成
目標値

方向 実績 基準

E ⑬DV被害について「相談しな 58.3% 一 40.0% 
かった(できなかった)J人の劃

ー女
1 DVの防止及び被

合(男女平等に関する市民意
性

害者支媛の充実
議調査) (令和元年度〉 (令和6年度) (令和6年度〉

【第3次久留米市D
の 対 V対策基本計画】 ⑭DVを人権侵害だと認証臨する 73.2% 一 80.0% 
根 す

絶 る
市民の割合(男女平等に関す ー

あ る市民意語臨調査) (令和元年度〉 (令和6年度) (令和6年度〉

ら

ゆ
2性暴力の防止及

⑮セクシュアル・ハラスメントの 54.q% 一 40.0% 
る 被害を受けて相談できなかゥた

び被害者支援の充 ー
暴

実
人の割合(男女平等に関する

カ 市民意繊調査) (令和元年度〉 (令和6年度) (令和6年度〉

全体の平均受診率 全体の平均受診率 全体の平均受診率... 
17.0% 16.7% 30.0% 

W 
子宮努iがん 子宮顎がん 子宮頚がん

男 ⑮がん検診の平均受診率
... 

女 (第2期健康くるめ21計画)
20.6% 20.4% 40.0% 

治e l生涯を通じた男 乳がん 乳がん 乳がん
自 女の健康支援
立 18.4% Iq.O% 。 40.0% 

し
(令和元年度〉 (令和3年度) (令和4年度〉

生

j舌 4q人 58人 44人以下

で ⑪自殺者数(自殺対策計画〉 ... 
d、号 (令和元年度〉 (令和3年) (令和4年度〉

る

社 母子世帯修 母子世帯

ぷ~
。

つ 2嫌々な困灘を抱 ⑮ひとり親家庭の貌の正規の 4q.7% 51.3% 
現状値以上

く える女性等が、安全 職員・従業員(母子世帯・父子
父子世帯修 父子世帯

に安心して暮らせる 世帯)の割合(子どもの貧困対

環境の隻備 策推進計画) 74.7% 72.q% 企

(平成28年度) (令和3年度) (令和6年度〉
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2 第4次久留米市男女共同参画行動計画

令和3年度主な取組状況

|施策の方向 I 人権尊重のための男女平等の意識づくり|

施策1 面定的な性別役割分担意識の解消iと男女平等意識の啓発

O新型コロナウイルス感染症の影響により、計画していた講座が中止されることも

あったが、オンライン等も活用しながら、様々な講座の実施や各種広報誌での啓

発、久留米女性週間にあわせた懸垂幕の設置等を行った。

0若年層に対する啓発として、学生と社会人のワーノレドカフェ形式の講座の開催や、

男性に対するワーク・ライフ ・バランスの実現に向け、男性の働き方や家事参画

をテーマにした講座を実施した。

0男女平等に関する市職員研修では、全職員を対象に「アンコンシャス ・バイアス

(無意識の偏見)J をテーマとして、コロナ状況下のため動画配信での個別研修

を実施した。

施策2 男女平等の視点に立った教育の実践

0保育土や教職員に対し男女平等に関する研修を実施し、その中で、固定的な性別

役割分担意識や無意識の思い込み(アンコンシャス ・バイアス)の問題点について

も触れた。

0制服の選択制については、久留米市立中学校新標準服検討委員会の検討を経て、

令和4年4月の中学校新入生より、市立全中学校で新しい制服を導入した。

0各学校において、健康教育や性教育に関する授業を実施した。

随策の方向E あらゆる分野における女性の活躍の推進|

施策1 政策・方針決定過程への女性の参画の促進

0市の審議会等への女性委員の積極的な登用や、市職員における女性役職者の登用

を進めた。また、農業委員や各商工団体へ女性参画促進の啓発に努めた。

く〉審議会等委員に占める女性委員の割合は、条例に基づくものと設置要綱等による

ものを合わせて、全体では 45.3%(令和4年 4月 1日現在 ・暫定)となり、令和

3年4月 1日と比べ 0.4ポイント減となった。

く〉市職員における女性役職者の比率は、令和 4年 4月 1日現在、管理職 16.6%、監

督職 31.3%と、令和 3年4月 1日と比べ、それぞれ1.5ポイント、 0.3ポイント

増加しており、市職員の女性の役職者への登用は着実に進んでいる。



0あらゆる分野への女性の参画・活躍を目的とした、男女共同参画サポーター養成

講座や、女性のための政策参画講座の実施を予定していたが、新型コロナウイル

ス感染拡大の影響により中止となった。

施策2 雇用の分野における男女共同参画の促進

0競争入札参加登録事業者を対象として、女性活躍推進の視点から、若手技術者や

女性技術者の雇用に関する加点制度の検討を始めた。

0女性の経済的自立のため就業支援として、就職応援セミナーや即戦力をつけるた

めのパソコン講座等を開催した。

0事業者や労働者向けの商工労働ニュースに、アンコンシャス ・バイアスに関する

記事を掲載し、啓発に努めた。

0国や県と連携し、仕事と家庭の両立支援セミナーや職場のハラスメント等に対す

る集中相談会、労働教育講座を開催した。また、久留米ジョブプラザの就労サポ

ーターによる個別就労相談やしごと相談カフェ(子育て中の方向け巡回型就労相

談)を実施した。

施策3 農業・商工自営業における男女共同参画の促進

0女性農業者向け研修会・交流会を開催し、女性農業者の活躍を支援するとともに、

青空マルシェや農ママお野菜教室を開催し、女性農業者のネットワークづくりに

取り組んだ。また、研修会等の機会を捉え、認定農業者の共同申請制度に関する

周知を行った。

く〉認定農業者における女性農業者の割合は、令和3年度 6.4%であり、令和2年度

に比べO.1ポイント減となった。

0令和3年度は、新たに8件の家族経営協定が締結され、うち 3件は締結式を行い、

家族問の意識向上に努めた。

0商工労働ニュースに「男女共同参画社会の実現に向けてJrコロナ下での DVJr男

女平等推進委員制度Jなどの記事を掲載し、男女共同参画社会の意義を啓発した。

Oくるめ創業ロケット開設5周年記念事業として、女性先輩起業家との座談会を開

催;した。

施策4 家庭・地域における男女共同参画の促進

0男性の家庭における生活的自立を目指し、料理講座や掃除のテクニック講座等を

開催した。また、主体的な育児参画に向け、プレパパママ教室、すこやかマタニ

ティ教室を開催した。

0地域の女性人材等を育成するため、まちづくり参画講座を 2校区で実施した。
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く〉校区コミュニティ組織における女性役員の割合は、令和 3年度 18.5%であり、

令和2年度に比べO.1ポイント減となった。

0地域の防災力向上を図るためには、様々な活動への女性の参画が重要であること

など、出前講座等を活用し啓発を行った。また、令和 3年度は、女性防災土を 7

名養成し、市内の女性防災士は 50/2t>4名 (19.7拡)となった。

施策5 ワーク・ライフ・バランスの実現

0農業者へのワーク ・ライフ ・バランスに関しては、認定農業者の申請相談時や更

新申請時に、チラシ等にて家族経営協定制度の啓発を行った

0仕事と家庭の両立支援として、企業経営者や管理職を対象としたテレワーク導入

セミナーの開催や、市職員については、休暇取得促進等の集中取組月間を設けた。

く〉市職員における男性の育児休業取得率は、令和 3年度 32.0%と、令和2年度から

は減少したものの、現状値の 29.4%からは増加している。

0多様な保育サービスの提供による仕事と家庭の両立に向け、保育サービス実施施

設との意見交換会を実施し、現状把握や情報共有に努めた。また、高学年児童を

受け入れる学童保育所は 35校区で、あった。

随策の方向E 女性に対するあらゆる暴力の根絶|

施策 1 D Vの防止及び被害者支援の充実

0市民にDVの正しい理解を促すとともに、相談窓口を周知するため、 DV防止カ

ードの設置や街頭キャンベーン、地元テレビ・ラジオ等での啓発を図った。

o r女性に対する暴力をなくす運動」期問(11月)にあわせ、 ]R久留米駅、久留米

シティプラザ、久留米警察署、市内大学等にパープノレツリーを設置し啓発した。

O保育所や幼稚園の職員、教職員、地域 ・保護者、市職員、相談員など、様々な対

象者に対し、それぞれの課題をテーマとした講座を実施した。

0庁内及び庁外の関係機関で相談関係機関ネットワーク会議を開催した。また、医

療従事者等の連携する関係機関等が、被害者を発見し相談につなげることを目的

とした講師派遣研修にも取り組んだ。

0令和3年 11月、久留米警察署と連携協定を締結し、 DV被害者等支援の連携強

化を図るとともに、関係部署や民間支援団体と連携し「避難しているDV被害者」

へのワクチン接種の実施に向け調整を行った。

施策2 性暴力の防止及び被害者支援の充実

0女性に対する暴力をなくすキャンベーン期間に合わせ、性暴力防止啓発講座や性
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暴力被害者支援講座、市民公募企画などを実施した。

0被害直後からの性暴力被害者を総合的に支援するため、庁内 ・外相談関係機関ネ

ットワーク会議を開催した。なお、令和 3年度の男女平等推進センターにおける

総合相談4，706件のうち、性暴力相談は 141件となっており、相談実人数で見る

とほぼ横ばいの状況である。

0学校内におけるハラスメントを防止するために、定例校長会、学校訪問時におけ

る周知、指導助言を行うとともに、ハラスメント相談員研修を実施した。

0市職員についても、 63名(うち新任者 13名)のセクハラ相談員を任命し、新任

者への研修を実施した。

随策の方向W 男女が自立し、生活できる社会づくり|

施策1 生涯を通じた男女の健康支援

0若年層の自殺予防対策のための rsosの出し方教育」を中学校 17校、高等学

校 2校で実施した。また、こころの相談カフェを 70回(相談 167件)、ゲート

キーノ宅一研修を 46回(参加者2，611人)実施した。

く〉令和 3年度のがん検診の平均受診率は、 16.7% (子宮頚がん 20.4%・乳がん

19.0%)であり、令和元年度(コロナ前)の 17.0%には至っていないが、令和

2年度と比べ1.3ポイント(子宮頚がん+4.4ポイント、乳がん+5.0ポイント)

増加している。

0男性のDV被害やジェンダーに起因する生きづらさに対する相談対応として、

6月から臨床心理士による電話相談を開始したが、初年度でもあり、延相談者

数は4人にとどまった。

施策2 様々な困難を抱える女性等が、安全に安心して暮らせる環境の整備

0令和 3年度から、子どもの共同養育に関する養育費履行に支援を開始し、公正

証書等作成 12名、養育費保証1名の支援を実施した。

0新型コロナウイノレス感染症の影響により、生活困窮者自立支援センターへの相

談が増加している。令和3年度の新規相談受付は 2，044件と、令和2年度より

約 750件減少したものの、支援プランの作成は 1，051件となり、令和2年度か

ら165件増加した。

0令和2年8月に開設した外国人相談窓口において、令和 3年度は 389件の相談

に対応するとともに、生活ガイドブックを作成し関係部署に設置した。

0セクシュアル ・マイノリティを正しく理解するための講座の実施や「多様な性

を認め合う」をテーマに、人権啓発センター特別展を開催し、パネノレ ・パンフ

レットを製作 ・展示するなど、啓発を図った。



事業の取組状況

|施策の方向I|人権尊重のための男女平等の意・2づくり

3 

|具体的事業|
1 男女平等の観点に立った市行政刊行物の作成

2 男女平等に測する広報・啓発の充実

3 男女平等の視点に立った情報の収集と鍵供

4 男女平等に関する飼査研究事業の実絡

5 男女平等意横啓発のための槍座等の開催

6 若年層に対するセミナーの開催

7 男女平等に関する市職員研修の実施

8 ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた窓織啓発(男性に対する書発の推進}

久留米女性憲章制定をIe念した久留米女性週間穆象の実施9 

10男女平等を推進する市民活動団体への支後と悔働

|施策 |

別
幽
剛
一
併
発

性
意
男
政
官

な
担
と
の

的
分
消
様

定
割
解
愈

園
役
の
等

施
策
1

11 校区等における男女平等学習の実鎗

12男女平等保育の実施及び情報復侠

13男女共同参画教育の推進

14制服の選択制の:検討(新規)

人
権
尊
重
と
男
女
平
等
の
た
め
の
意
畿
づ
く
り

15健康教育や性教育の指導の充実

決算額
男女共同参画に限定した事業費である(単位:千円)
0他の施策の中で実施したもので、男女共同参画部分のみの算出が可能な場合は
その額とし、算出が困難なものについては、 「ー」とする

O事業を実施していない場合は、fー」とする
O事業番号1f男女平等の視点に立った市行~fI:刊行物の作成J について、印刷費は除く
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(施策の方向1) 人権尊重のための男女平等の意臓づくり
施策1 固定的な性別役割分担意織の解消と男女平等v意臓の啓発

-~ヨE重量E君主司・・・・

男女平等の視点、に立った |市の刊行物等の用語ヤイラストの表現について、 「行政刊行物における表現の手引き」を用い、男女

市行政刊行物の作成 |平等の視点、に立って作成する。

-庁内への啓発

内閣府の作成した「固定的役割分担に捉われ

ないjイラス トデザイン集を庁内へ周知し、

を行った。

し、必要に応じて男女平等政策課へ確認を

-行政刊行物を念頭に置いた広報物の作成 I (取組事例)

-~ヨE重量E君主司・・・・

・セーフコミ ι ニティ通信

-環境交流プラザサボーター募集チラシ

.くるめの7}くえfより

全庁

各種媒体を活用し男女共同参画に関する啓発を行い、固定的な性別役割分担意識の解消を進める。ま

男女平等を進める条例や女性憲章を周知する

とともに男女共同参画に関する理解を深める

ため、条例パンフレットの作成 ・配布する。

国の啓発に合わせて、市でも啓発を行う。

・広報紙「男女平等推進センタージャーナ

ノレjを発行

協働推進部

-事業の案内を団体・機関、個人の情報提供希
協働推進部 I 185 I 258 

く SNS等、新たなツーノレを用いた広報の検

.SNS活用について調査を行った。

-~ヨE重量E君主司・・・・

男女平等の視点、に立った |男女平等問題に関する資料等の収集 ・提供や男女共同参画の各種運動に関連する企画展示を突施し、

と提供 |資料利用の活性化を図るとともに、男女共同参画社会づくりへ向けた啓発を行う。

オ、ノレ展示を行う。

に関する企画、展示を行う。

圃圃圃圃EヨE重量E君主司圃圃圃圃

-男女平等啓発事業として上映会を4回突施。

(延参加者250人)

-男女平等推進センター開館20周年記念啓発

ネノレ展を突踊E。

-男女共同参闘に関する資料展示を行った

協働推進部

・女性に対する暴力をなくす運動資料展示を | 市民文化部

991 

男女平等に関する調査研
|男女平等に関する謀題について、務門家によるワーキングクツレーブを設置し、調査研究を行う。

究事業の実施

コロナウイノレス感染疲の影響で未突施 協働推進部

- 11ー
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(施策の方向1) 人権尊重のための男女平等の意臓づくり
施策1 固定的な性別役割分担意織の解消と男女平等v意臓の啓発

-~ヨE重量E君主司・・・・

男女平等意識啓発のため |固定的な性別役割分担意識を解消し、男女の経済的 ・社会的 ・生活的自立を図るための講座や講演会

-男女共同参画週間記念講演会
16_rm日実施 「男性が変われば社会が変わ

る」 講師 :多賀太(参加者78人)

10月9日実施 「ヒロインは気立てが良くて綾
協働推進部 I 182 I 230 

-図書関連講座 えめで?-おとぎ話と絵本で学ぶジェンダー

-J講師 :谷口秀子 (参加者27人)

えーるピアカレッジ

-生涯学習センター主催講座 『主婦と主夫、かなで書けば同じ「し制

ふJJ 15 I 48 

-なるほど人権セミナー 実績 :定員125人参加者数44人応募若

数77人

を招き田主丸地域女性父流教室を開催。

(手話教室 :計9回 {受講者延べ人数99

、コーラス教室 :言十9回 【受講者延べ人

、リフレッシュ教室 :計9回 【受講 |田主丸総合支所I545 I 605 

主催講座で男女共同参画に関する講座を実施

A】、民踊教室 :計9回 【受講

えてくれるコトj絵本セラ

ピー、ジェンダー等に関する絵本の紹介、

:九州大谷短期大学講師

.フェ これからの自分をテ.ザインするJ
学生と社会人のワーノレドカフェ形式の講座等 l

l講師 :和菓百m
を実施する。 I

- 人/社会人10人)

圃圃圃圃EヨE重量E君主司圃圃圃圃

北野総合支所 I 14 56 

城島総合支所 I 13 I 53 

三務総合支所 | ー I 14 

協働推進部

男女平等に関する市駿員 |人権尊重の視点に立ち、駿員の意識.を変革し、男女共同参画社会の突現に向けて主体的に行動する職

-階層別研修(参加者数)

.男女共同参画推進講演会

-研修推進者研修及び職場研修
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(施策の方向1) 人権尊重のための男女平等の意臓づくり
施策1 固定的な性別役割分担意織の解消と男女平等v意臓の啓発

-~ヨE重量E君主司・・・・

スの実現に向けた意識啓 |家庭、仕事、地域活動、個人の社会活動等の調和を図るため、ワーク ・ライフ ・パランスを突現する

発(男性に対する啓発の |ための情報提供や講座を開催する。

推進)

10月30日実施 「ライフもワークも大切にする

男の生き方 ・Workx Life x Social=ノ、イ プリッ

ドな生活のススメJ

:川島高之参加者16人

・中小企業のための働き方セミナー (14人)

協働推進部 50 32 

・経をま者のためのリスク管理セミ ナー (7 I商工観光労働部| ー 1 1ω 

-・・・・主n重量E君主司圃圃圃圃 閉回

久留米女性憲章制定を記 ，
|久留米女性憲章の制定を広く市民に周知し、久留米女性週間を中心に記念事業「くるめフォーラムJ

した久街米女性遊間事 |
等を実施するこ とで、男女平等意識の浸透を図る。

の実施

-記念講演

-市民企画の実施

くるめフ才一ラム2021は新型コロナ感染拡大

防止のため記念講演のオンライン配信のみと

なった。

ンライン配信「新型ョロナウイノレス感染疲

-バザーの実施 とジエンダーJ講師 :上野千鶴子期間 | 協働推進部 I 1似 I2，565 
10月15日-29日

-上映会

-各部局への啓発の依頼

-~ヨE重量E君主司・・・・

数963回申込者356人

民センターにのぼり旗や公

パオJレによる啓発を依頼した。

男女平等を推進する市民 |男女共同参画社会の笑現を目的とする市民活動団体の自主的な活動に対して支援を行うとともに、協

動団体への支援と協働 |働での取組を進める。

男女共同参画社会の実現を目的とする市民活

動団体へ啓発事業費の繍助を行う。

圃圃圃圃EヨE重量E君主司圃圃圃圃

を交付し、久留米男女平等推進ネット

.ワーク主催で2田市民公開講座を実施した。

には延べ165人の参加があり、多様性ヤ

ジェンダーギャップの解消について市民へ啓

を行った。

協働推進部

等における労女平等
校区コミ ュニティ 組織における男女平等学習への取組を促すとともに支援を行う。

会~[) V D上映などの人権啓発で、

男女平等学習に取り組んだ校区人権協 17絞
に働きかけ、男女 l

※新型コロナ感染対策で啓発事業実施が困難

になった校区がある。

-男女共同参副サボーターによる啓発講座は

男女共同参画サボーターや験員による地威啓 lコロナにより実施無し

発講座を実施する。 1.総員による出前講座計13校区

(延参加者162人)

| 協働推進部

協働推進部

300 500 

422 

コミュニティ組織の委嘱学級で男女平等

問題学習を実施する。
1学級の内、 40回実施され、 503人の参加 | 市民文化部 I 6，889 I 7，924 
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(施策の方向1) 人権尊重のための男女平等の意臓づくり
施策2 男女平等の視点に立った教育の実践

-・・・・主n重量E君主司圃圃圃圃 閉回

男女平等保育の突施及び |男女平等保育を実施するため、保育所や幼緩闘関係の職員に対し、男女平等など人権に関する研修や

供 |情報提供を行う。

「にじのかけはしjや「幼研たよりjの配

-市主催の研修を実施する。

-保育所連盟と幼維園協会での男女平等研修

-~ヨE重量E君主司・・・・

中堅保育士研修において男女平等を含む人権

に関する研修&実施 (R4U2開催)
子ども未来部 167 338 

教育活動全般における男女共同参画教育を推進するため、校長会ヤ学校訪問等の機会を活用し、指

導・ 助言を行う とと もに、男女共同参画教育の充実をテーマに した教駿員研修など、男女平等の視点、

男女共同参画教育の推進 |を内容に盛り込み、 教職員の意識向上を図る。

また、子ども遼の男女共同参画の意識づくりを進めるための教材について、効果的な活用の在り方を

踏まえて改訂を検討する。

副読本 ・パンフレッ トを活用 した綬業を突施

する。

「人権・ 同和教育j に関する研修において、

男女共同参画教育の視点、に立った教育活動の

必要性について触れる。

-・・・・主n重量E君主司圃圃圃圃

-パンフレットの活用について、小中

に周知して実施。

や無意識の思い込み(アンコン

シャス ・パイアス)の問題点に触れながら誘

を行った。

閉回

教育部

の選択制の検討
学校における性別で分けない環境づくりを進め、 誰もが多綴性を認め、安心して学校生活を過ごすこ

とができるよう、機能的で性別で分けない制服の選択制導入を検討する。

直しを検討する委員会を設立 会を開催し、令和3年10月11

日までに5回実施。制服の仕様と標準マーク

の管浬及び適正な販売について、協議決定
員会において市1J般の仕様等を決定し、久留 |

し、 令和4年4月の中学校新入生より、市立金
市立金中学校で導入する。

17中学校で新しい制服を導入した。

-・・・EヨZ重量君主司・・・・

教育部 84 

や性教育の指導 |児童 ・生徒の発達段階に応じた健康教育ヤ性教育が行えるよう、男女共同参画教育ヤセクシュアノレ ・

マイノリティの視点、を踏まえた指導の充実を図る。

学習指導要領に基づいた、 健康教育や性教育

に係る教科や学級活動、 総合的な学習の時間

における男女共同参画教育の突施

3年度、総威教育や性教育に関する授業

|を全絞で突施し、男女共同参画教育の児童・

に対しての実施は、小学校lま全学校で突

中学校は17校中16校で実施。

- 14ー
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|施策の方向E|あらゆる分野における女性の活躍の推進

|施策の方向II 施 策 | 

E 

あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
女
性
の
活
置
の
推
進

|具体的事業]

16審級会等への女性の登用の推進

17市女性職員の役職者等への登用の推進

18農業委員への女性参画促進

19商工団体の:方針決定の渇への女性釜用の促進

20政策・方針決定過程における女性人材の育成

21競争入札が加畳銀事業者に対する男女共同参画の意畿の周知・啓発

22女性の就業を支復するための人材育成

23事業所及び労働者に対する男女雇用後会均等法等の周知や女性の

活躍に関する支媛

24非正規労働者に対する権利の周知や理解促進

25職場におけるハラスメント防止の啓発

26腹案分野における男女共同参画施策の推進

27女性忽定腕象者の増加促進と家族経営協定の推進

28商工自営業者に対する男女共同参画社会の意畿の周知・啓発

29女性の起業促進

30男性の生活的自立のための講座の実飽及び家事・育児・介鰻の参画促進

31 地績の女性人材等の育成

32地員長活動での男女共同多国の促進

33防災活動における女性参画の推進

6 若年層に対するセミナーの開催【再掲】

8 ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた意織聖書発(男性に対する啓発の推進}【再掲1
34腹案者へのワーク・ライフ・バランスに関する啓発の充実

35仕事と家庭の両立支媛のための企業等への聖書発及び支媛の充実

36市職員のワーク・ライフ・バランスの推進

37ファミリー・サポート・センター事業の充実

38保育所待機児童の解消

39多機な保育fサービスの鑓供

40学童保育所の充実

決算額
男女共同参画に限定した事業費である(単位:千円)
0他の施策の中で実施したもので、男女共同参画部分のみの算出が可能な場合は
その額とし、算出が困難なものについては、 f-Jとする

O事業を実施していない場合は、 r-Jとする
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(施策の方向n) あらゆる分野における女性の活躍の推進
施策1政策・方針決定過程への女性の参画の促進

--ヨ~~11委理・・・・ 量民

働きかけた。女性比率が低い審議会等に対し

・女性の割合が低い審議会等に対し市長に対 |特別験によるヒアりングを実施し、会議体の

する ヒア リングを実施する。 1構成を含めた見直しを検討した。

--ヨ~~11委理・・・・
市女性職員の役職者等へ |女性活鼠推進法に基づく特定事業主行動計画に基づき、管理2・監督職への女性登用を進め、市におけ

の登用の推進 る男女共同参画を推進する。

-柔軟な人事異動等による女性職員の積極的な登用

.女性職員の職員ま鉱大

-人事交流等によるロールモデル人材の受入れ

・女性職員安対象としたキャリア研修等の実施 |人事異動や人事交流等において、女性職員の

・ 管理職員 lこ対する、女性職員活用 lこ向けたマネジ |積極的な登用安図り、 管耳聖職の 16.6%、 ~1雪

メン 卜研修の実~ 1職の313%を女性とし、数値目標を途成し

・庁内プロジェクト等に怠ける女性験員の積極的な |た。

参加促進

・ロールモデルとなる女性職員との交流や意見交換

の機会付与

圃圃圃圃Eヨ~~11君主F曙圃圃圃圃

:jM・
総務部

農業委員への女性参画促
|女性農業委員後薦の確保に向け、 1自t業者 ・農業者団体等に対し啓発活動を行う。

進

係団体に対して委員の活動内容の理解促進を l員の活動内容そ説明するなど理解促進に努め

図る。 1た。

研修以外の手法を用いた、女性農業委員の進 l農業者や関係団体が集う機会を活用し、女性

出のための啓発 ・漫解促進の取り組みを行 l農業委員の必要性について啓発活動を行っ

た。

--ヨ~~11霊長司圃圃圃圃 閉回

農業委員会

事務局

商工団体の方針決定の場
|商工団体の政策 ・方針決定過程への女性の参画拡大に向けた啓発活動を行う。

への女性登用の促進

--ヨ~~11委理・・・・
政策 ・方針決定過程にお |政策 ・方針決定の場をはじめ、あらゆる分野に女性が参画し活躍できるよう、男女共同参画の漫解を

ける女性人材の育成 |深めるための講座の開催や女性人材の育成を進める。

①男女共同参画の啓発活動を行う新たな人材.
新型コロナウイルス感染鉱大のため実施な

を育成するための講座の実施

-男女共同参画サボーター義成講座
し。

16月27日実施「男性が変われば社会が変わ
②政策や意思決定の場への女性の参画を促進|

|る」 講師 :多賀太(参加者78人)
する為の人材養成講座の実施 . 

-女性のための政策参画講座
8月22日 「久留米市の学校教育と GIGAス

クーノレj講師 :祭美樹(中止)

- 16ー
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(施策の方向1I) あらゆる分野における女性の活躍の推進
施策2雇用の分野における男女共同多画の促進

-・・・・三I~蹄Il"'"哩圃圃圃圃

競争入札参加釜録事業者 |競争入札参加笠録事業者に対して、男女共同参画に関する情報提供や研修を実施する。

に対する男女共同参画の |また、競争入札参加登録事業者に対し、女性活躍篠進の取績に対する加点を検討する。

意義の周知 ・啓発

-経嘗者の意識改革を促すために、工事入札

参加資格者向けの男女共同参画に関する研修

会等を実施する。

-加点制度について関係諜で協議する.

-・・・・三I~蹄Il"'"哩圃圃圃圃

ヨロナウイノレス感染症鉱大防止のため、

については、 開催を見送 り、 関連団体

をま台めた。

総務部

女性の就業を支援するた -再就駿や就業継続のための き活躍できるような人材

【働き方応援講座】 |・ 10月12B. 19日実施 女性の就職応援セミ

女性の経済的自立のための就業支援講座を実 |ナー 延参加者 8人

施する。 . II月16日-12月23日実筋 (全10回) 女性

・就業継続支援事業 のためのワード ・エクセノレ基礎講座 延参加 |協働挺進部I 793 841 

-就職をめざす女性のためのパソコ γ入門 ・ |者127人

基礎講座 |・ 2月l日-2月17日実施 (全6回) 女性のた

・日商PC3級検定対策講座 |めのエクセル講座 延参加者 61人

-・・・・三I~甜Il"'"哩圃圃圃圃 百回

事業所及び労働者に対す

る男女雇用機会均等法等 |事業所及び労働者に対し、男女雇用機会均等法、女性活躍篠進法、労働基準法等の労働関係法令や母

の周知や女性の活躍に関 |性保護に関する情報発信を行い、女性が活躍できる環境づくりを促進する.

する支援

-商工労働ニュースでの情報発信や事業所企

業訪問での意見交換を通 じて、 男女雇用機会

均等法等の周知啓発を行う。

-雇用優良事業所表彰を行う。

-・・・・三I~甜Il"'"哩圃圃圃圃

-久留米ジョブプラザで相談対応 ・情報提供

-基礎知識に関するセミナーや情報提供を行

い、周知を図る。

-・・・・三I~甜Il"'"哩圃圃圃圃

アンコンシャスパイアスの認知と理解啓発

.固との連携

「仕事と育児 "介護の両立支援セミナーj

(会場22人 ・オンライン 19人) f改正女性活 ，
|商工観光労

進法等説明会J I 
| 働部

・県との連携 目

fWOMEN'S BUSINESS CAMP Jの周知

-雇用優食事業所表彰

(23)再掲 ※各種講座 ・セミナ一部分

百回

商工観光労

働部

1.038 3，561 

7，475 8，400 

職場におけるハラスメン |験場におけるハラスメ ント を防止するため、事業主や労働者を対象に、様々なハラスメ γ 卜の防止に

-セクハラ ・パワハラ等防止を図るため、企

業向けセミナーを園・ 県と連携し開催

-商工労働ニュースでの情報発信、事業所訪

問での意見交換などを通 じて、セ クハラ ・パ

ワハラ ・マタハラなどのハラスメント防止の

-職場のハラスメント 集中相談会の実施

(相談件数 :24件)

f$例で学j~ノ、ラスメン 卜 J

(冬号)掲載

f4月からパワハラ防止錯箇が全企業に義務

- 17-
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(施策の方向n) あらゆる分野における女性の活躍の推進
施策3 農業・商工自営業における男女共同参画の促進

--ヨ~~11霊長司圃圃圃圃 閉回

農業分野における男女共 |女性農業者りーダーを育成するなど、女性農業者の活癒を支援することにより、農業における男女共

同参画施策の推進 |同参画を推進する。

J 女性農業者向け研修会 ・交流会(久留米普
・女性農業者リーダー養成事業や若手女性食 |

|及指導セ ンター主催)開催3回 (8/4、10/29、
業者の活動支援事業を実施する。 1

112/16)参加者計36人

，・青空マノレシェの開健全2回 (7/23、7131)
・女性農業者のヰッ トワーク構築の事業を実 |

|・袋-q-qお野菜教室の開健全1回 (7/29)
施する。 1

参加

--ヨ~~11委理・・・・

農政部 4 217 

女性認定農業者の場加促

進と家族経館協定の推進

更新時や各種研修会等において、認定農業者の共同申請に関する周知 ・啓発に取り組む

く認定農業者> I 
|・更新案内時にチラ シを送付し、相談会開催

・認定農業者の更新申請書寺ヤ認定農業者向け |
|時にも周知を行った。 経笛支援研修会

研修会にて、チラシ等による共同申請制度の |
1 (2/24)でも周知した。

啓発を行う。 1

く家族経滋協定〉

・認定農業者の申請相談時や更新申請時に、 |・認定農業者の申請相談時や更新申請時に、

チラシ等によ る家族経営協定制度の啓発を行 |チラシ等による家族経蛍協定制度の啓発を

行った。

協定締結後の状況を踏まえた協定見直しの |・認定農業者の更新申請時に説明を行った。

必要性等について、認定農業者の更新申請時 1.新たに9件の家族経営協定が締結され、う

-県 ・市 ・JAの立会いの下、家族経笛協定

締結式を開催し、家族聞の意識をより一層高

--ヨ~~11委理・・・・

ち3i'牛は締結式を行った。

-商工労働ユユースへの掲載により男女共同 l
|・商工労働二品一スに「男女共同参画社会の

参画社会の意義の周知 ・啓発を行う。 1実現に向けてJ iコロナ下でのDVJ i男女

・男女共同参画社会の意義の周知 ・啓発のた l平等推進委員制度」 などの記事を掲載した。

農政部

め商工団体の発行する機関誌への掲載を依頼---- - ._.- .-
・各商工団体へ男女共同参画社会の実現に向 |商工観光労

けた取り組みへの理解を求める とと もに、 事 | 働部

業者への周知の為機関紙への掲載を依頼。錫

・ホームページや事業者向けメーJレマガジン |載された。

での周知 ・啓発を行う。 1・メーノレマガジンにて「セクハラ講座Ji女

性活騒推進セミ ナー」等の案内を行った。

圃圃圃圃Eヨ~~11君主F曙圃圃圃圃

。 。

女性の起業促進
を目指す女性を支援し、女性の活躍を進めるため、関係機関と連携しながら、セミナーの開催や

市を行う。

:jW・
女性を対象とした起業支援のためのセミナー 16月26日-7月24日突施(金5回)女性の起業 1 _1 . I N0.221こ

1 ~__ : _ ._ -._- -:-~" _ __ . 1協働捻進部1N022に含むl
を実施する。 1応援セミナー 延参加者 127人 1 '''-'---"1------ --I含む

ぃ 「女性の起業応援セミナー」の実施支援
-創業支援施設「くるめ創業ロケットjでの |

|・くるめ創業ロケ ット開設5周年記念事業に
女性起業家対象のセミナーを実施する。 I_L ~'~= ~"=I~= :fC+'~~""':~~~~ ~ =~:~_.- I商工観光労

目おける女性先Jl起業家との座談会の開催 | 
| 働部

・創業支援関係級関と述携し、秘資事IJ度の維 |・創業秘資制度の周知 (女性の利用件数7

持 ・確保に努める。 1件)
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(施策の方向n) あらゆる分野における女性の活躍の推進

施策4 京庭・地域における男女共同参画の促進

--ヨ~~11霊長司圃圃圃圃 閉回

男性の生活的自立の」め 1_. . ......._... .........." .... ..... 1 
|男性の家庭における生活的自立を目指すための講座(教室)を実施するとともに、主体的な家事 ・育|の講座の突施及び家事 ・1-"- ..._- --.-..----..----.....-....-. --_.._----- . -....-.... 1 
I!足・介護等への参画を促す。 1

育児 ・介護の参画促進 1'---_. ------- 1 

-附酷ーーーーーーーー--車ーー. .璽陸軍医園

基本料浬講座男性コース (前後期各 1回)

男性の料理E講座を日曜日に実施する。 |前期 :定員同人参加者12人応募者12人 |市民文化部|

後期 :定員18人参加者17人応募者19人

男性の家庭における生活的自立を目指し、家 男性向け料理講座を開催。 田主丸総合|

芸評の技術を身につける講座を実施する。 (参加者4人/定員4人) 支所

男性の家庭における生活的自立を目指し、家 講座「男の料型車教室J魚の調理、 後片付け方 北野総合支|

芸評の技術を身につける講座を実施する。 法 (参加者6人/定員6人) 所

男性の家庭における生活的自立を目指し、家

芸評の技術を身につける講座を実施する。

男性の家庭における生活的自立を目指し、家

事の技術を身につける講座を実施する。

主体的に育児に参画してもらうため、

.フ.レパパ-q-q教室を実施する。

-すこやかすタニティ教室を実施する。

--ヨ~~11霊長司圃圃圃圃

ウイルスや花粉から家族を守る婦除のテク

ニック講座 (3/5突施参加者8人/定員10人)

男性の家事力向上講座を開催

「メンズクッキングJ2回、 「メンズソーイ

ングJ1回の計3回を連続講座として実施

(参加者5人/定員6人)

フ.レパパ-q-q教室:17回開催、

参加者 :372人

すこやかすタニティ教室 :2回開催、

参加者 :23人

閉回

城島総合支|

所

三瀦総合支

所

子ども未来

都

37 77 

20 20 

20 I 40 

13 13 

36 20 

416 609 

地主義の女性人材等の育成 |
女性が地主義で活趨し、地域活動が活性化するよう、地主義活動における男女共同参画を進める意識啓発

や女性の人材育成を行う。

号っそり憎まりつ |男女共同参画サボーターは今年度新型コロナ

くりに関する活動を担えるような人材を育成 |感染鉱大防止のため突施なし。

するための講座をの実施する。 Iまちづくり参繭講座:東国分校区 安武校区 |協働捻進部 1 94 I 821 

・男女共同参画サボーターの実施 |にて計5回実施(内一回延期)、 (延参加者

-まちづくり参画講座 77人)

--ヨ~~11委理・・・・

-絞区コミュ二ティ組織や自治会等への女性

や若年層の登用を働きかける。 I
|まち速や校区当事での意見交換および研修の突

・各校区の役員等が対象の、 「まちづくり活 |
目施 10回 (337人)

--ヨ~~11霊長子靖国国国圃 閉回

目地主主における男女共同参画の視点を反映させた防災活動を実施するため、 様々な活動への女性の参画
防災活動における女性参 |

ヤ |を進め、地織の防災カの向上を図る。
函の推進 | 

また、災害時における避難所については、男女共同参画の視点、で逮蛍されるよう取組を進める。

-校区を対象とした出前講座を実施する。 120回実施した出前講座の一部の固で、本件に触れた。

2，423 
・女性防災士育成 17人養成(全体21人)

. t由主義の防災リーダーへの女性登用 110人義成(全体79人)

-自主防災研修への女性の参加者数 集計不能
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(施策の方向n) あらゆる分野における女性の活躍の推進
施策5 ワーク・ライフ・バランスの実現

圃圃圃圃Eヨ~~11君主F曙圃圃圃圃

学生と社会人のワーノレドカフェ形式の講座等 |フェ これからの自分をデザインするJ

を実施する。 I講師 :和菓百恵

--ヨ~~11委理・・・・

スの実現に向けた意識啓 |男性の家庭や地域活動への参画を促し、ワーク ・ライフ ・パランスを突現するための情報提供や講座

を開催する。

-男性の生き方支援講座を実施する。(働き

方や家事参画をテーマにした講座)

-雇用就労推進協議会の構成団体における、

ワーク ・ライフ ・パランスへの取り組みのは

たらきかけ

再掲 再掲 再掲

商工観光労

働部

--ヨ~~11委理・・・・
農業者へのワーク ・ライ 目

|ワーク ・ライフ ・バランスを実現L女性農業者の働く環境の向上を図るため、認定農業者の共同申請
フ ・バランスに関する啓 |

|や家族経営協定を推進するとともに、意識の啓発に取り組む。
発の充実 目

仕事と家庭の両立支援の

ための企業等への啓発及

び支援の充実

。チ

つ

に

行

時

を
誘

発

申

啓

一
新
の

更

度

や

制
時

定
談

協

組

営
諸

経

h
F
草へ

E

会
尽

の

家

者

て

業

に

農

等
定

シ

認
-
フ

チ

。エフ

に

行

時

を

諮

発
申

啓

新

の
更

度

や

制

時

定
談

協

相

世

白

諸

経
申

族
の

家

者

て

業

に
幾

等
定

シ

認
-
フ

--ヨ~~11委理・・・・
働き方改革に関する意識改革と職場環境の改善を図るための啓発を実施する。また、

と出産 ・育児 ・介護等の両立が可能な社会の突現のため、テレワークなど柔軟な働き方に取り組

-仕事と育児 ・介護の両立支援セミナー(会

改革や両立支援のための事業を実施する。

場21人、オンライン19人)
・企業経蛍者及び管理臓を対象とした働き方 |

-明日から始めるテレワーク導入セミナー

(17社19人)

・働き方改革 lトップセ ミナー (13社21人)

商工観光労

働部
1.941 3，162 

-事業所訪問での意見交換を行う。

.窟用優良事業所表彰を行う。

未実施

(23)再掲 事業所表彰部分

--ヨ~~11霊長子靖国国国圃 閉回

市職員のワーク ・ライフ ・パランスの実現に向け、ワーク ・ライフ ・パランスの意義ヤ制度内容の周

に努めるとともに、在宅勤務ヤ時差出動等について検討し、多様で柔軟な働き方の突現や休暇等を

パランスの推進
また、時間外勤務の縮減のため、事務の一層の効率化 ・簡素化、さ らには職場風土の改革や職員の機

に取り組む。 -彊・E量密彊四...... .;;，; 

固定時退庁日及び育児の日の全庁メールを活用
・定時退庁日及び育児の日の全庁メーノレでの |

|し、時間外勤務の縮減ヤ休暇制度、年休の取
情報発信 | 

回得促進等の情報発信を行った。

新採研修、新任謀長研修において特定事業主

行動計画やワーク ・ライフ ・パランス捻進の | 総務部

取組について周知を行った。

7月-10月そ集中取組月間(チャレンジ ・

7 ンス)と位世づけ、時間外勤務の縮減ヤ休

暇の取得促進当事の取組みを行った。

-新採研修、新任課長研修での周知

-全庁通知等による計画年体の取得促進

- 20ー



(施策の方向n) あらゆる分野における女性の活躍の推進
施策5 ワーク・ライフ・バランスの実現

圃圃圃圃Eヨ~~11君主F曙圃圃圃圃

乳幼児ヤ小学生の預かり、保育施設への送迎など、小学生までの子育てについて、援助を受けたい人

と行いたい人との相互援助活動を会員組織と して支援し、地域の子育て支援活動を促進する。

さらなる会員の拡大を図る。
年3回みまもり会員養成講座を開催。29人が

登録

《令和4年3月ヨ巨》

，おねがい会員(依頼会員): 1，271人
依頼会員と提供会員の需給ギャップや地主主問 |

|みまもり会員(提供会員): 448人
の偏りの改善を図る。 目

どっちも会員(i南方会員): 84人

活動件数 :2ぶ35件

--ヨ~~11委理・・・・

-・・・鑓学園・・・・・・・・・・・・
-整備計画に基づいた施設整備事業を実施する。

.潜在保育士に対し潜在保育士就職支援給付
潜在保育士就労支援 :2人

金を支給する。

・市内保育所等に就験 した保育士等に奨学金

返済費用の一部を補助する。

--ヨ~~11霊長司圃圃圃圃 閉回

子ども未来

都
13.586 13.922 

目共働き家庭の婚加や就労形態の多織化の中、 仕事と家庭の両立が図られ安心して子育てができるよ
多綴な保育サービスの提 |
供 |う、多様な保育サービスを提供する。

目(病児保育、 一時預かり、休日保育、 夜間保育、送迎保育ステーション)

実施施設との意見交換会を実施し、現状把媛

など情報共有そ図った。

{令和4年3月末〉

O施設毎の実績 (単位 :人)

突施体制附持、感染症流行時期の利用平準 | マリアンキアズハウス :845 

量的確保ヤ担当保育士の確保などを図りなが

・エンゼノレキッズ :448 

-すくすくランド :399 

・ハイジア病児保育室 :444 

.たのっ しーランド :282 

1月あたりの病児受け入れ児童数 :40.3人

ら、民間保育所 認定こども圏、公立保育所 |一時預か り:977人

- 21 ー

子ども未来

都

子ども未来

郡

61.603 73.929 

11，152 I 14，753 



|施策の方向E|女性に対するあらゆる暴力の根絶

|施策的向|

E 

女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
暴
力
の
根
絶

|施策 |

DVの防止及び

施 |被害者支療の
策 |充実【第3次久
1 I留米市DV対策

基本計画】

|具体的事業]
41 DVの理解促進と相談窓口の周知

42 r女性に対する暴力をなくす運動JIこ伴う啓発の実施(パープルリボンキャンペーン)

43幼稚園。.保育所等、幼児に関わる聡員、教職員等学校関係者、保2望者等への

DV防止の理解促進

44 rデートIDV防止啓発プログラムJを用いた若年層への啓発

7 男女平等に関する市職員研修の実施【再掲】

45 医療後|現に対する研修等の実施

46 DVが子どもに及lます修響への理解の促進

47外国人を対象としたDVの正しい理解の促進と相談窓口の周知

48相銭員の技術向上

49相銭関係機関ネットワークの効果的な運営

50 DV被害者に対する市職員の対応能力の維持・継承

51 障害者、高齢者、外国人を対象とした支援の充実

52男性のための相談対応の検討(新規)

53 多微な相談体制の倹討(新規)

54関係後|羽等との速傍による被害者の安全確保

55 自立に向けた住まいの確保

56住所情報保護猶置による被害者の安全確保

57 rヮンストップ化のためのDV被害者相銀共通シート」の活用によるDV被害者の

安全な自立支媛の推進

58 DV被害者の自立に向けた就業支媛

4 男女平等に関する調査研究事業の実施【再掲】

59 民間支i援団体との協働によるDV被害者支綴

49相銭関係機関ネットワークの効果的な運営【再掲】

60関係後|現・団体等との速傍及び児童虐待対応との連傷強化(新規)

61性暴力|防止のための啓発

62校区コミュニティ組織におけるセクシュアル・ハラスメント防止の啓発

25臓場におけるハラスメント防止の啓発【再縄】

63相鍛・支療体制の充実

64性暴力被害者支媛体制の充実

65学校内におけるハラスメント防止体制の充実

66市臓員セクシュアル・ハラスメント等の相談体制の充実

決算額

男女共同参画に限定した事業費である(単位:千円)

0他の施策の中で実施したもので、男女共同参画部分のみの算出が可能な場合は

その額とし、算出が困難なものについては、「ー」とする
O事業を実施していない場合は、「ー」とする

- 22-



(施策の方向m)女性に対するあらゆる暴力の根絶
施策1 DVの防止及び彼害者支媛の充実【第3次久1留米市DV対策釜本計画】

-・・・・墨l~~極量まー司圃圃圃圃

DVの理解促進と相談窓
|多くの市民にDVの正しい理解を促すとともに、相談窓口を広く周知するため、様々な啓発を行う。

口の周知

-・・・・墨l~~極量まー司圃圃圃圃

「女性に対する暴カをな

くす運動Jに伴う啓発の

三瀦総合支所斤舎l階に啓発パネルを鮫霞

誼量

リーを段澄し、 グッズの画P布と共に理事発を 11翁働推進部 1 365 I 384 

行った.

'll月19日実施上映会「テ''!fート ・フラ

ワーJ (参加者68人)

'll月20日実施「理論と実践ワーク 女性の

ための護身術」市民グループと共催、講締 :

(参加者29人)

II月20日実施「子どもに伝える体と伎のは |協働推進部 | ー I 32 

なし 自分も柑乎も大切に」市民グループと

共催、務自市 :橋本明子(参加者20人)

'll月21日実施「命の問題(虐待 ・いじめ ・

非行)から子どもを守る多綴関連携」講締 :

安永智美(参加者 :32人)

誼量

を対象とした研修を笑 |市内保育施般の職員向けにDVが闘児等に与え |子ども未来
27 205 

を対象とした研修を実施する.

る影響等に関する研修を実施 (R4L27開催) I 部

DVに関する校内研修は、小学校15校(必校

中)、中学校15校(17.校中)で実施

若年教員研修 1年目(初任者研修)中学校に

おいて、 「伎に関する問題行動への対応」の

研修を鮫定し、 DVや性暴力等に対する正しい

理解を深め、自他の安全を守ることのできる

生徒の育成を悶る指導の在り方について学ぶ

教育部

教育部

5月27日実施 「ノ、ラスメントを防止するために

ー良好な人間関係を築くにはー」対象 :爾築高等
|協働推進部

学校教職員議l締:男女平等推進センター相鮫

員(参加者 :49人)

II月21日実施「命の問題(虐待 ・いじめ ・非

行)から子どもを守る多機関連携j講師 :安 |協働推進部

永智美(参加者 :32人)

- 23ー

に合む



(施策の方向m) 女性に対するあらゆる暴力の根絶
施策1 DVの防止及び彼害者支媛の充実【第3次久1留米市DV対策釜本計画】

-・・・・墨l~~極量まー司圃圃圃圃

「デートDV防止瞥発プ 目
|若い年代から、暴カを容認しない意i搬を育成するために、民間支援団体と連携して中 ・高校生、専門学

ログラムjを用いた若年 |
|校 ・大学生を対象としたデートDV防止聖書発講座を実施するとともに活用を促す。

の態発

中 ・高校生、専門学校 ・大学生を対象と した、 |市内の中学校 ・高校計6校に実施

デートDV防止講座を実施する。

、校内研修会などで呼びかけ

-・・・・圭l~拍l三主主・ー-

延参加者618人

令和3年6月定例校長会で、 「知ろ う始めよ う

久留米市男女平等を進める条例」パンフレツ

ト、 「私が郷くまち 久留米をめざして久

留米市男女平等を進める条例のあらまし」の

配布及び活用会依頼した.

協働推進部 I 200 360 

教育部

男女平等に関する市職員 |人機噂重の視点に立ち、験員の意識を変革し、男女共同参画社会の実現に向けて主体的に行動する験

員を育成するために、市験員研修を実施する。

全職員への男女平等研修では、 3年に 1回テー?を fDVJとして実施する.

-階層別研修 (参加者数)

.男女共同参画推進議演会 再掲

-研修後進者研修及び験場研修

圃圃圃圃E圭l~拍l三主主・司圃圃圃圃

医療機関に対する研修等 |医療関係者のDVに対する正 しい動解を深め、被害者の早期発見 ・早期相談につながるよう 「医療闘

の実施 |係者向けDV彼害者対応マニュアルlを活用して、市内の医療機関を対象に研修等を実施する。

-医療機関を対象とした研修を笑施する。

-・・・・墨l~~極量まー司圃圃圃圃

11月6日実路 「医療現場での気づき X連携と対

酬:石特子 甲木京子対象 :狸 |協働脚部 INO.46に

マリア病院Jj~待対応凌員会延参加者83人

久留米市内の医療機関553施設に対して実施し

た医療安全対策研修会において、男女平等後
|健康福祉部

進センターと協力し医療従事者に対する人権

研修を実施した.

誼量

。

DVが子どもに及ぼす影 |面前DVは子どもへの虐待にあたることやDVが子どもに及ぼす影響について、 正 しい理解を深める

響への理解の促進 |ための態発や研修等を笑施する。

-職務関係者等を対象とした研修を実施する。

市職員向けの研修を 2回実施した.

-・・・・墨l~~極量まー司圃圃圃圃 誼量
外国人を対象としたDV

の正しい酬の促進と相 |外国人を対象に、 DVを正しく理解するための鴨川書に遭った場合の相談相の周知桁う.

談窓口の周知

多言籍カード~r作成 (9ヶ国語)

市内各所に鮫fi~
協働推進部 I 74 

目外国人相談慾口で受けたDV被害者からの相談
外国人を対象とした相談窓口の鮫鐙と、周知を |

|においては、関係部署と連携し言語支援を |協働推進部I 2.329 I 2.902 
行う。 I

行った.
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(施策の方向m)女性に対するあらゆる暴力の根絶
施策1DVの防止及び彼害者支媛の充実 【第3次久1留米市DV対策釜本計画】

-・・・・墨l~~極量まー司圃圃圃圃

相談員の技術向上 DV彼害者に適切な支援がイTえるよう、相談員に実務研修を行い、相談対応の技術向上を図る。

相談員を対象とした研修に参加する。 県等が実施する、婦人研修に参加した.

国本仲田富子宮
小本石

子

師

知

税

同

県
根

施

続

突因

子

門

U

布

金

由施突のンヨジピノス修研務突の員談相

圃圃圃圃E圭l~拍l三主主・司圃圃圃圃

相官実関係機関ネットワー |庁内及び庁外の関係機関で相談関係機関ネットワーク会議を開催し、 DV被害者支援の連携強化を図

クの効果的な運営 |る.

11月18日実施庁内 ・外相談関係機関ネット

・相談関係機関ネットワーク会議を開催する。 |ワーク会議(庁内34部局I外郭 ・その他関連団

体、 14庁外関係機関と6民間支援団体で織成) I :1翁働推進部
6月17日実施庁内相官実関係機関ネットワーク会

・庁内ネットワーク会議及び研修を開催する。 |畿(庁内34部局I外郭 ・その他関連団体で構

成)

DV被害者に対する市験 ，
|市職員がDV被害者に対し適切に対応できるよう、各種マニュアルを活用して対応能力の維持 ・継承を

員の対応能力の維持 ・継 |
承 |図る。

圃圃圃圃圃鳳圭l~;j:函l三主主・司圃圃圃圃

「久留米市安全対策マニュアルj、 「久留米

吻
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周
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紫綬 rDv*nにおける子どもへの影響と支
におけるDV被害者支援対応マ C~. _ '-:':: . _~_~_~':': -'"~.~:-= I協働推進部

|援についてj檎師 :石本宗子 (参加者 :庁
ニュアルJをもとに、担当課職員・関係機関 ・ | 

|内34部局I外郭 ・その他関連団体、 14庁外関係
団体の研修を実施する。 1

l機関と6民間支援団体)
-委託先の相談機関に安全対策マニュアルを周

知する.

-・・・・墨l~~極量まー司圃圃圃圃

障害者、高鈴者、外国人 |障害者、高働者、外国人等、様々な状況にあるDV被害者に適切な支緩ができるよう、関係擦と連携

を対象とした支援の充実 |した対応を行九また、窓口対応にあたっては、各マニュアノレを活用し、適切に対応する。

「降客のあるDV被害者への支援対応マニュ 目
|害:蘭形式で課内研修を実施した。

アルJをもとに、課内研修を実施する. 1 

|被害者の安全確保のため、家庭子ども相談課 |健康福祉部
・虐待対応を行う中で、 DVの事例があれば必 |

|と生活支援諜と連携し舷出 ・自立をサポー ト
婆に応じて連携する。 1

した。

DV被害者支援対応マニュアルj を|
|チーム内研修会実施した周知をおこなった.

もとに、課内研修を実施する. 1 

1___..__.. ... ......_._ ..... .._.._ 1健康福祉部
・虐待対応を行う中で、 DVの事例があれば必 |関係部署や久飽米響察箸と連携し支援を行っ

た。

「外国人のDV被害者支援対応マニュアルj をIr外国人のDV被害者支援対応マニュアル」

もとに、課内研修を実施する. や研修資料により課内に周知した.
協働推進部

-・・・・墨l~~極量まー司圃圃圃圃

男性のための相後対応の
男性のDV被害やジェンダーに起因する生きづらさに対する相談対応について検討を行う。

毎月第4土曜日 ・10時-12時実施

(延相談者4人)
-男性相談の笑施

-他自治体の情報収集を行う.
らの情報をインターネットや広報

誌より収集した.
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(施策の方向m)女性に対するあらゆる暴力の根絶
施策1 DVの防止及び彼害者支媛の充実【第3次久1留米市DV対策釜本計画】

-・・・・墨l~~極量まー司圃圃圃圃

DV彼警の潜在化や深刻化を防ぐため、メ ールやSNS等を活用した多様な相談体制について検討
多様な相談体制の検討 1: 

ヲ。

-他自治体の情報収集を行う.

-必要な支援の整理

-・・・・墨l~~極量まー司圃圃圃圃

県内センタ一連絡会議や福岡県 ・北九州市 ・

領岡市との合同会議により情報収集を行っ

た。

誼量

関係機関等との連携によ |県や響察署等の関係機関及び民間支暖団体等と連携し、避難を希鐙するDV被害者の安全を確保す

る被害者の安全確保 |る.

-被害者の安全確保に向けた鎗鐙を行う。

-他自治体の情報を収集する.

圃圃圃圃E圭l~拍l三主主・司圃圃圃圃

久留米市と久飽米響察箸とのDV被害者等支援
|協働推進部

に関する連携協定を締結(令和3年11月24日)

母子緊急一時保護 7件

単身女性緊急保護 2件

女性相談所への相談 8件

子ども未来

部

自立に向けた住まいの確
保 IDV被害者の自立に向けて、市営住宅を確保する。

市営住宅のDV被害者優先枠と中間施設(ス

テッフシ、ウス)の枠を確保する。

圃圃圃圃E圭l~拍l三主主・司圃圃圃圃

確保済み

住所情報保護措債による
IDV彼害者の情報管理を徹底し、をも所情報等の保護を行い、被害者の安全を確保する。

被害者の安全確保

-住所情報保護矯遣を笑施する。

-住所情報保護取り扱い規穫の事務担当課

-・・・E墨l~~極量まーヨ圃圃圃圃

各部局の取扱基準について、現状の笑務に合
11窃働推進部

わせて更新を依頼し、新規事業を追加した.

196件

305件

70f1j: 

82件

市民文化部

子ども未来

部

9 80 

「ワンストッフ'11':のため

のDV彼害者相談共通シー，
1 rワンストップイヒのためのDV被害者相談共通シートjを活用してDV被害者等が安全で迅速に必要な

りの活用によるDV被害|
|支緩を受け、自立することができるように、験員の対応能力の維持 ・継承を図る。

者の安全な自立支援の旋 回

進

必要に応じてワンス トップシートを作成する.Iワンス トップシー ト発行件数 :お件

関係部局と連携して速やかに対応する ζ とで、

被害者の安全を確保する。
ワンス トップシー ト発行件数 :2件

-・・・・墨l~~極量まー司圃圃圃圃

DV被害者の自立に向けた
IDV彼害者の経済的な自立を目指し、ひとり親サポートセンタ一等を活用した就業支援を行う。

ひとり親サポートセンターや公共職業安定所と |就労希鐙がある場合、ひとり親サポートセン

逮併し、就職の支援を行う。 1ターや公共験業安定所を紹介する.
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(施策の方向m) 女性に対するあらゆる暴力の根絶
施策1 DVの防止及び彼害者支媛の充実【第3次久1留米市DV対策釜本計画】

-・・・・墨l~~極量まー司圃圃圃圃

男女平等に関する調査研 |女性に対する暴力根絶のための男女平等に関する課題に対し、専門家によるワーキンググループを鮫霞

究事業の実施 |し、調査研究を行う.

各年度調査研究テー?を鮫定し、男女共同参画

の推進を行う。

-・・・・墨l~~極量まー司圃圃圃圃

再掲

民間支援団体との協働に IDV被害者の適切な支援を目的として、民間支援団体と協働で被害者支援に取り組主人

よるDV被害者支援 また、民間支援団体への支援を継続して行う。

-民間支援団体への財政的支援。

関係部署や民間支援団体と連携し、避難して

いる郎被害者へのワクチン接種の実施に向け |協働推進部

調整を行った。

DV・性暴力被害者サボーター養成講座を民間

支援団体と述書毒して実施.金16日受講者数延
|協働推進部

ベ373人。同行支援業務委託の受託者と して逮
DV彼害者支援に対する民間支援団体との遼 |携

携
民間支援団体の活動に対して補助を行い、継 |子ども未来

続的な支援を行った. I 部

-・・・・墨l~~極量まー司圃圃圃圃

3.495 4.164 

相官実関係機関ネットワー |庁内及び庁外の関係機関で相談関係機関ネットワーク会議を開催し、 DV被害者支援の連携強化を図

クの効果的な運営 |る.

-綴E実関係機関ネッ トワーク会議を開催する.

・庁内ネッ トワーク会議及び研修を開催する.

. rネットワークシー トJの見直しを求める.

-・・・・墨l~~極量まー司圃圃圃圃

湾掲

関係綴関 ・団体等との逮 |関係機関 ・団体と情報を共有するとともに、必要に応じてケース会織を行うなど、連携を強化する。

携及び児童虐待対応との |また、児童相談所等との連携体制をi強化し、DVや児童虐待の早期発見に取り組み、適切な支緩を行

連携強化 |う.

関係縁関 ・団体やその他支援者と、個別のケー
E令和3年度

ス会殺を実施する。
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(施策の方向m) 女性に対するあらゆる暴力の観絶
施策2 性暴カの防止及び被害者支援の充実

-・・・・三E目指Iê~.~司圃圃圃圃

セクシュアル ・ハラスメン ト、 ストーカ一行為、人身取引などの性暴力は、女性に対する重大な人様

あることや「伎の商品化jの防止についての認識を深め、 あらゆる性暴カを許さない社会の実

'1生暴力防止啓発講座を実筋する。

'1生暴力被害者支綬講座

. 11月19日実施上映会「デザート ・フラ

ワーJ (参加者68人)

. 11月20日実施 「理論と実践ワーク 女性の

ための護身術」市民グループと共催、講師 :

橋本明子 (参加者29人)

11月20B実施 「子どもに伝える体と性のは |協働後進部

なし 自分も相手も大切にJ市民グループと

共催、講師:締本明子(参加者20人)

・女性に対する暴力をなく すキ ャンベー γ期 |・11月21日実施 「命の問題 (虐待 ・いじめ ・

聞での講演、展示 |非行)から子どもを守る多機関連携J講師 :

安永智美 (参加者:32人)

-・・・・三E目指Iê~.~司圃圃圃圃

32 

ラスメン ト防止の啓発

まちづくり に多様な人材が参画できるよう 、校区コ ミュニティ組織を対象とした男女共同参画社会の

実現やセクシュアル ・ハラスメントの防止に対する研修を行 うよう働きかける。

「まちづくり活動の手引き」を活用して、

各校区の役員等を対象に、 男女共同参画の後

進やセクシュアノレ・ハラスメン ト防止の研修

を行 う。

校区ヨミュ ニティ組織へ出前講座の企画を

働き かける。

-・・・・三E目指Iê~.~司圃圃圃圃

まち速や校区等での意見交換および研修の実

施 |協働後進部

10回 (337人)

におけるハラスメ y おけるセク シュアル ・ハラスメ ント を防止するために、事業主や労働者を対象にした啓発を行

-セクハラ ・パワハラ等防止を図るため、企

業向けセミナーを開催

-商工労働ニュースへのセクハラ ・パワハ

ラ ・マタハラな どのハラスメン ト防止の記事

-・・・・三E目指Iê~.~司圃圃圃圃

再掲

-支援体制の充実
る女性からの相談を受け、 関係機関と連携しながら、 早期の解決と回復に向けた支

性暴力相談、 法律相談 (女性弁 |総合相談:4，706件 時 カ相談:凶件 法

律相談 :77件

11月18日実施庁内 ・外相談関係機関ネット
との関係機関 ・団体と の個別のケー | 

ワーク会議 (庁内34部局l外郭 ・その他関連団|協働後進部 I 706 I 730 

ーパー ピジョγを実施する。

して専門知識の習得や対応ス キルの向上を図

り、女性相談者の相談に適切な対応を行 う。

体、14庁外関係機関と6民間支援団体で構成)

として、 DVや離婚問題等女性か 目
|相談件数 (令和4年3月31B) 

らの様々な相談に対し、必要に応じ関係部局 |
11，696件 (内DV件数1，040件)

や機関と連携し支援を行う。 目
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(施策の方向m) 女性に対するあらゆる暴力の観絶
施策2 性暴力の防
-・・・ーヨ目指Iê~.~司圃圃圃圃

らの性暴力被害者を総合的に支援するため、関係機関 ・団体と連携した支援体制の充実を

'1生暴力被害者支援体制の構成団体からなる

II月18日実施庁内 ・外相談関係機関ネット

ワーク会議 (庁内34部局l外郭 ・そ

相談オ、ッ トワーク会議において憾 カに関 |体、

する情幸報在提供を行う九. 
協働後進部

行発件nxu
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-・・・・三E目指Iê~.~司圃圃圃圃

学校内におけるハラスメ |学校内におけるハラスメントを防止するために、指導 ・助言を行うと ともに、ハラスメント相談員へ

γ 卜防止体制の充実 |の研修を行うなど取織の充実を図る。

市職員セ クシュアJレ・ハ 目
|市職員のセクシュアル ・ハラスメン ト等の未然防止に向けた周知徹底と、 利用しやすい相談員制度な

ラスメン ト等の相談体制 |
|どの整備に取り緩む。
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-・・・・三E目指Iê~.~司圃圃圃圃

-各部局や各施設に相談員を配笹

-相談員に研修等を実施 し、 スキルアップを

図る。

-職員任用時に防止体制や相談体制の周知を

徹底する。

. 63人(うち新任者13人)の相談員を任命す

ると ともに新任者への研修 を実施した。 ま

た、各研修を通 じて相談体制の周知やセク

シュアルハラスメ γ トの未然防止に努めた。

総務部
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|施策の方向W|男女が自立し、生活できる社会づくり

|具体的事業]|施策 ||施策的向|

67生涯にわたる心身の健康づくりに関する学習機会と情報の提供

68精神的な問題に関する正しい知機の普及啓発及び相銭体制の充実

69スポーツ後会の充実(新規)

70生涯を通じての健康づくりの促進

71 介護予防の推進(新規)

72妊娠・出産・子育てに関する啓発と相談の充実

73性感染症の相談・検査の充実

15健康教i宵や性教育の指導の充実【再縄】

52男性のための相談対応の検討【再縄】(新規)

68精神的な問題に関する正しい知畿の普及啓発及び相銭体制の充実【再縄】

70生涯を遜じての健康づくりの促進【再縄】

生涯を通じた男

女の健康支媛

W 

71 介護予防の推進【再縄】(新規)

74子育て世代包括支援事業の実施(新規)

75ひとり親サポートセンター事業の実施(新規)

76ひとり親家庭の自立に向けた支援の実施

様々な困鍵を抱
施 |える女性等が、

策 |安全に安心して
21暮らせる環療の

整備

77ひとり観家庭日常生活支媛の実施

78ひとり観家庭の子どもの育み支援事業

79子どもの共同養育に関する養育費履行の支媛(新規)

男
女
が
自
立
し
、
生
活
で
き
る
社
会
づ
く
り 55 自立に向けた住まいの確保【再掲】

80母子生活支嬢施設の運営及び措置

81 生活自立支媛センター事業の実施

82子どもの学習・生活支媛事業

83子ども食堂事業

84犯罪被害者等への総合的な対応窓口による支爆の実施(新規)

85高齢者の相畿支媛体制の充実

86障害者の相畿支媛体制の充実

87本市に在住する外国人への相談・生活支媛の充実

88セクシコ.アル・マイノリティに関する啓発の推進と支療の検討

- 30ー

決算額
男女共同参画に限定した事業費である(単位:千円)

0他の施策の中で実施したもので、男女共同参画部分のみの算出が可能な場合は
その額とし、算出が困難なものについては、「ー」とする

O事業を実施していない場合は、「ー」とする



(施策の方向lV) 男女が自立し、生活できる社会づくり

施策1 生涯を通じた男女の健康支援

-圃圃圃司E画E安曇圃圃圃

生涯にわたる心身の健康

づくりに関する学習機会

と情報の提供

-健康の維持や噌進のための健康管理につい ， 
12月19日実施 「働く女性のライフステージと健

ての講座を開催する。 I ~:' ~ ~.:-:- _ .~ . .~ .~_ --- ---1協働推進部
|康J講師:井上明美 (参加者 :14人)

-関連書籍を収集し、情報提供に努める。

.女性の健康相談を実施する。

-思春期保険情報交換会を実施する。

-思春期保健出前講座を実施する。

-まちかど健康相談

-健康なるほど講座

-健康なっとく相談受付人数

-圃圃圃司E画E安曇圃圃圃

-悩こころの相談カフェを実施する。

.sosの出し方教育を実施する。

-市民向けの講演会や普及啓発を行う。

-自殺のサインに早期に気付けるように、

ゲー トキーパー研修を実施する。

-圃圃圃司E画E安曇圃圃圃

スポーツ機会の充実

ライフステージに応じたスポーツ教室の実施

-圃圃圃司E画E安曇圃圃圃

コロナウイルス感染症のため朱実施。関 |子ども未来I . -~ . . I 488 
係機関に取組状況確認し、結果報告 l 部

思春期保健出前講座34回、参加者1，900人

R3中止 健康福千止部

健康福千止部

っとく相談 :4回、 89人

.70回(相談167件)

-中学校17校、高等学校2校

・市民向け講演会中止 (コロナのため)、若 |健康信祉部

者向けメンタノレヘルス研修1回 (11人)、啓発

パネル展示1回

-職員研修等のグー トキーパー研修46回

(2，611人)

600 

732 

-各種がん検診を行う。
20.4%(前年度比+4.49も)

. R3乳がん検診受診率
健康福枇部 1128，478194，478 

19.0%(前年度比+5.0%)
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(施策の方向lV) 男女が自立し、生活できる社会づくり

施策1 生涯を通じた男女の健康支援

-圃圃圃司E画E安曇圃圃圃

介護予防の推進

介護予防教室の実施

介護予防の啓発

-圃圃圏雲彊E画E重 富 圃 圃 圃

妊娠・出産・子育てに関

する啓発と相談の充実

-妊婦健診を実施する。

-にこにこステップ運動教室:176回、延べ

・スロージョギング教室 :31回、延べ229人

・口からはじまる健康長寿講座 :10回、延べ95人

・認知症講演会:1回

-認知症予防講座 :11回、延べ466人

・認知症高齢者介護篭話相談:毎週火嶋田、 28i'牛

.4か月健診:98.4gも

.10か月健診:95.4gも

. 1歳6か月健診:95.8gも

健康信祉部 120，671 1 23，031 

-乳幼児の身長 ・体重測定、 育児健康相談、

栄養相談を通して、子育てを支援する。

l子ども未来
・3歳児健診 :94.79も | 一 1 307，0061 336，609 

E 口 3

.ゆったり子育て相談会を実施する。

-不妊相談ダイヤノレによる相談を実施

-圃圃圏雲彊E画E重 富 圃 圃 圃

性感染症の相談・検査の

充実

-隔週でHIV.性感染症の検査及び相談を

. 12月の世界エイズデーに合わせて臨時の

【ゆったり子育て相談会】

実施回数:31回参加者数:242人

HIV (エイズ) : 127件、梅毒 :129件、クラ

ミジア:91十宇

【相談件数】 (R4.l月末現在)

HIV (エイズ) : 227件、 STD: 207件

HIV 梅毒即日検査を実施する。 112月11日 (こり 実施 35人
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(施策の方向lV) 男女が自立し、生活できる社会づくり

施策1 生涯を通じた男女の健康支援

-圃圃圃司E画E安曇圃圃圃

-こころの相談カフェを実施する。

.sosの出し方教育を実施する。

-市民向けの講演会や普及啓発を行う。

-自殺のサインに早期に気付けるように、

グー トキーパー研修を実施する。

-圃圃圃司E画E安曇圃圃圃

-圃圃圏雲彊E画E重富圃圃圃

介護予防の推進

介護予防の啓発

再掲

再掲
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(施策の方向lV) 男女が自立し、生活できる社会づくり
施策2 犠々な困灘を抱える女性等が、安全に安心して暮らせる環境の整備

ら出産 ・子育て期まで、保護者や18歳 までの児童の相談に対応し、切れ目のない支援を

う。また、身近な場所での相官炎体制を充実する とともに、その相談に対して地主主 ・民間 .NPO 

と連携した支援を行う。

-_';'I~!;語"l!.~司圃圃圃圃

子育て世代包括支援事業

相談件数合計1，710件(令狗4年3月末時点)

(内訳)

-妊娠期から出産 ・子育て期まで、保護者ゃ l母子保健に閥するこ と : 891件

子育てに闘する事 : 607件

保護者自身に関数すること :184件

新型ヨロナウイ Jレス関連 : 28('牛
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ひとり親家庭の保護者の就草案に有利な資格取得のための給f寸量産寺の支治ぞ目立のための貧 し何げ
盃臨

ひとり貌サポー トセ γ lひとり親等の保護者に対し、就業相談から就業支援講習会の実筋、就業情報の提供等一賞 した就

タ一事業の実筋 l業支援サーピスを実施する。

-就業支援 (就業相談)の実施

.就業支援講習会の実施
対域地南県施実座議
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-_';'I~!;語"l!.~司圃圃圃圃

-高等職業訓練促進給付金等事業

.自立支援教育訓練給付金事業

.高卒認定試験合総支援事業

- 高等駿業~JI臓促進給付金支給者数 20人

・自立支援教育訓練給付金 支給者数 8人

・高卒認定試験合絡支援事業 支給者数

① | ① 

26.272 1 36.487 
子ども未来 1_' 1 

部 I@日∞|②仰

I@ I@ 
60.524 1137.000 

②ひとり親サポートセ ンターによる就業支援

@母子父子寡婦福祉資金貸付事業を実筋す

-就職決定者数 24人

・新規貸付件数 57件

-・・・・三I~'f:語"l!.~司圃圃圃圃

ひとり貌家庭の保護者が、 急な病気や残業の l派遣世帯数 8世帯

ときなどにへルバーを派遣して家事を行う。 1.派遣延べ時間 725時間

-・・・・三I~'f:語"l!.~司圃圃圃圃

ひとり貌家庭等の子ども lひとり親家庭等の子どもに対し、放課後から夜間にかけて、子どもの居場所 となる拠点の設置あ

の育み支援事業 lるいは家庭の訪問により 、学習支援、 生活支援、食事の提供を行う。

子どもの居場所づくり 事業を実施 し、 生活習 l拠点型 開所 :は4日 延べ :855人

償の習得する機会を提供する. 1派遣型 開所 :90日 延べ :201人

-_';'I~!;語"l!.~司圃圃圃圃

'ついて、公正証書作成費用や養育費保証契約をするための保証料の
盃臨

公正証書等作成支援事業 12人

養育費保証支援事業 l人

-・・・・三I~'f:語"l!.~司圃圃圃圃

自立に向けた住 まいの確
lov被害者の自立に向けて、市営住宅を確保する。

市営住宅のov被害者優先枠と中間施設 (ス
務保済み

テァプハウス)の粋を確保する.
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(施策の方向lV) 男女が自立し、生活できる社会づくり
施策2 犠々な困
-_';'I~!;語"l!.'._

家庭の母と児童を共に保護し、入所者に寄 り添って 自立に向けた生活支援を行う。

母子生活支援筋施設の遼嘗を行い、入所者を
.新規入所者 4人

-・・・・三I~'f:語"l!.~司圃圃圃圃

支援 プラ γの提供を行う。

困りごとに沿った相談対応を行う。

新規相談受付 :2，044件

支援プラン作成 :1，051件

-_';'I~!;語"l!.~司圃圃圃圃

困窮世帯等の子どもを対象に、学習支援や日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居

づくり 、学習に関する相談など、子ども と保護者の双方に必要警な支援を行う。
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居場所の運営(居場所型)を実鈍する。

子ども食堂事業

-・・・・三I~'f:語"l!.~司圃圃圃圃

ない子どもへの食事の提供をする場、地主主で子どもが高齢者などと交担任

術助団体数 :6団体

運営団体と意見交換会を行う。

犯罪被害者等への総合的

-_';'I~!;語"l!.~司圃圃圃圃

の総合的対応窓口を設 け、被害に遭われた方に必要な手続きや適切な相談機関の案内

を行うことで、早期の回復や自立に向けた支援につなげる。

-各関係機関、 団体と連携した対応を行っ

-各管聖書箸犯害罪被害者支援協議会と連携した lた。

-福岡犯鍔被害者支援センター筑後窓口等の

-街頭広報啓発活動を実筋し、周知啓発を

行った。

・ポスター、チラシ (R3作成)、ホームペー

ジによる周知啓発を実施した。

協働推進部 I104 321 

盃臨-_';'I~!;語"l!.~司圃圃圃圃

やその家族が、地峨で安心して暮 らしj続けることができるように、相談窓口を啓発する と

ともに、緩和l擁護などの適切な支援を行う。

地域包括支援支援センターなどの栂談窓口

で、商備本人、 家族や支援者からの相談に |令和3年度 総合相談実件数 :6，759件

高齢者虐待に対して、解消に向け支援する。 I令和3年度虐待相談件数 :瑚 (うち認定件数56件)

l令和3年度 市長申立件数:23件

生活の自立支援を目的として、 成年後見制度 l令和3年度 成年後見制度利用支援事業

報酬術助 :27件

申立費用繍助 :1件

令和3年度 ;務座会8回実施 延べ参加人数 117人

健康福祉部

やその家族からの相談体制lの充実を図り、 障害の有無に関わらず、 音量もがその人らしく安

して暮らし続けるこ とができるよう支援を行う。

基幹相談支援センターをはじめと する相談機
|令和3年度相談件数 :7，645件

闘で、総合相談の対応を行う.
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(施策の方向lV) 男女が自立し、生活できる社会づくり
施策2 犠々な困
-_';'I~!;語"l!.'._

また、在住外国人支援団体や国際交担任団体等との意見交換の場を設け、在住外国人や留学生など

現状やニーズの犯援に努め、支援の検討を行う。

-市内に在住する外国人からの相談に対応す

-やさしい日本語で生活情報ガイドを提供す

男女平等啓発講座においてセクシュアル ・マ

イノリティを合む人権問題への啓発を行う。

セクシュアノレ ・7 イノリティの人に必要な支

の研究を行う。

-令和 3年度外国人相談件数 389件

-生活ガイドプックを作成し、関係部署に設

置 (令和3年7月)

行った.

人様啓発セ ンター特別展「多様な伎を認め合

う」を開催した. (11月実施)

出前講座の中で地主主に対してセクシュアル ・

7 イノリテ4を含む人権問題への啓発を行っ

し

- 36-
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4 部局別具体的事業一覧

1 男女平等の観点に立った市行政刊行物の作成

7 男女平等に関する市様員研修の実施 (DV研修)

9 久留米女性憲章制定をIi!念した久留米女性週間事業の実施

16 審強会等への女性の釜用の維進

36 市磯良のワーヲ・ライフ・バランスの推進

41 DVの理解促進と相銭窓口の周知

42 r女性に対する暴力をなくす運動』に伴う轡発の実施(パープルリボンキャンベーン)

50 DV被害者に対する市磯員の対応骨量カの維待・継承

57 rワンストップ{じのためのDV徹'者相続発通シート』の活用によるDV被曹曹の安全な自立主媛の推進

7 男女平等に関する市機員研修の実施 (DV研修)

17 市女性機員の役磯者等への登用の後進

21 重量争入札参加登録事業者に対する男女共同多面の意畿の周知・嘗発

33 防災活動における女性参画の後進

36 市機員のワーク・ライフ・バランスの後進

66 市機員セヲシュアル・ハラスメント等の相援体育~Jの充実

2 男女平等に関する広報・害発の充実

3 男女平等の視点に立った情織の収集と鍵供

4 男女平等に関する鯛査研究事業の実施

5 男女平等意織啓発のための織~等の開催

6 若年層に対するセミナーの開催

8 ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた意織啓発(男性に対する嘗発の後進)

9 久留米女性憲章制定をIi!念した久留米女性週間事業の実施

10 男女平等を後進する市民活動団体への支爆と憾働

11 校区等における男女平等学習の実施

20 政策・方針決定過程における女性人材の育成

22 女性の就業を支媛するための人材育成

29 女性の起業促進

31 地績の女性人将司事の育成

32 地域活動での男女共同多面の促進

41 DVの理解促進と相餓窓口の周知

42 r女性に対する暴力をな〈す蓮動』に伴う瞥発の実施{パープルリボンキャンペーン)

43 幼稔圃・保育所等、幼児に関わる駿員、教膿員等学絞関係者、保鐙者等への

DV防止の理解促進

44 rデートDV防止害発プログラム』を用いた若年層への嘗発

45 医療機関に対する研修等の実施
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46 DVが子どもに及1ます影響への理解の促進

47 外国人を対象としたDVの正しい理解の促進と相畿窓口の周知

48 相2費負の銭術向上

49 稲銭関係様関ネットワークの効果的な運営

切 DV被害者に対する市磁員の対応能力の錐持 ・継承

51 障害者、高飴者、外国人を対象とした支療の充実

52 男性のための絹畿対応の検討(斬規)

53 多織な相談体制の検討(新規}

54 関係機関等との連機による被害者の安全指保

56 住所情報保鐙緒置による敏嘗者の安全確保

57 rワンストップ{じのためのDV徹'書相続発通シート』の活用によるDV被'曹の安全な自立主媛由雄進

59 民間支媛団体との憾舗によるDV被害者支媛

ω 関係機関・団体等との逮傷及び児童虐待対応との遠鏡強化(新幾)

61 性暴力防止のための啓発

62 校区コミュニティ組織におけるセクシュアル・ハラスメント防止の嘗発

63 相扱・支爆体制の充実

64 性暴力被嘗者支爆体制の充実

67 生涯にわたる心身の健康づくりに関する学習機会と情織の提供

84 犯罪被害者等への総合的な対応窓口による支爆の実施(新規)

87 *市に在住する外国人への相扱・生活支爆の充実

88 セクシュアル・マイノリティに関する啓発の後進と支爆の倹討

3 男女平等の視点に立った情織の収集と鍵供

5 男女平等意織瞥発のための織隆司事の開催

11 校区等における男女平等学習の実施

30 男性の生活的自立のための鵠監の実施及び家事・育児 ・介湿の多画促進

56 住所情報保鐙緒置による敏嘗者の安全確保

69 スポーツ機会の充実(新線)

45 医療機関に対する研修等の実施

51 障害者、高齢者、外国人を対象とした支爆の充実

67 生涯にわたる心身の健康づくりに関する学習機会と情織の提供

68 績神的な問題に関する正しい知織の普及嘗発及び相援体制の充実

羽 生涯を通じての健康づくりの促進

71 介鐘予防の後進(新線)

73 性感染症の相餓・検査の充実

81 生活自立支銀セン，一事業の実施

82 子どもの学習・生活支媛事業

85 高齢者の相2費支爆体制の充実

86 障害者の相2費支爆体制の充実
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12 男女平等保育の実施及び情線提供

30 男性の生活的自立のための.度の実自主及び家事 ・育児・介種の参画促進

37 フ7 ミリー・サポート・センヲー事業の充実

38 保育所待相鹿児童の解消

39 多微な保育サービスの鍵供

40 学童保育所の充実

43 幼種掴 ・保育所等、幼児に関わる臓員、教磯良等学綬関係者、保援者等への

DV防止の理解促進

46 DVが子どもに及Iます影響への理解の促進

48 相扱員の銭術向上

54 関係機関等との遭傍による被害者の安全指保

56 住所情報保a緒置による敏嘗者の安全確保

57 rワンストップ{じのためのDV徹'者相続発通シート』の活用によるDV被曹曹の安全な自立主媛の推進

58 DV被容者の自立に向けた鉱業支媛

59 民間支媛団体との憾舗によるDV被害者支媛

ω 関係機関・団体等との逮傷及び児童虐待対応との遠鏡強化(新幾)

63 相該・支爆体制の充実

67 生涯にわたる心身の健康づくりに関する学習機会と情織の提供

72 妊娠・出産・子育てに関する啓発と相践の充実

74 子育て世代包指支媛事業の実施(新幾)

75 ひとり親サポートセン骨一事業の実施(新線)

76 ひとり親家庭の自立に向けた支爆の実施

77 ひとり親家庭日常生活支慢の実施

78 ひとり観察庭等の子どもの宵み支銀事業

79 子どもの共同養育に関する養育費贋行の支If(新規)

ω 母子生活支緩施般の運営及び錆.

83 子ども食堂事業

E 一功羽訓叩…Iけ怜明一す怜湖る拐男

2幻7 女性認定'鍵E寮者の増加促進と家族経嘗悔定の維進

34 .集者へのワーク・ライフ・バランスに関する啓発の充実

8 ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた意織啓発(男性に対する嘗発の後進)

19 商工団体の方針決定の場への女性登用の促進

23 事業所及び労働者に対する男女雇用繊会均等法等の周知や女性の活置に関する支媛

24 非正規労働者に対する権利の周知や理解促進

25 臓場におけるハラスメント防止の害発

28 商工自営業者に対する男女共同多面社会の意援の周知・啓発

29 女性の起業促進

35 仕事と家庭の両立支慢のための企業等への害発及び支爆の充実
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I .ililtliftll J 55 自立に向けた住まいの硲傑

I ~.~:x:m J 

E
 

男女平等意織聖書発のための.鹿等の開催

男性の生活的自立のためのお座の実施及び家事・育児・介鍾の参画促進

DVの理解促進と相級窓口の鱒知

13 男女共同多画教育の後進

14 制服の選択伽lの検討(新線)

15 健康教育や性教育の指事の充実

43 幼稔圃・保育所等、幼児に関わる駿員、教膿員等学絞関係者、保鐙者等への

DV防止の理解促進

44 rデートDV防止害発プログラム』を用いた若年層への嘗発

65 学絞肉におけるハラスメン ト防止体制の充実

I .:::~ J 18 .集委員への女性多面促進
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第2部 女性の現状に関する統計資料
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|I 人口

1 .人口の変化 (市)

( 1 )久留米市の人口

久留米市の人口は、平成 24年以降、増加傾向で推移していたが、平成 28年をピークに減少

している。また、男女比については、女性の割合が男性を上回っている。

図表 1-1 人口推移(市)

350，0∞ 

3∞，0∞ 

山---m---m---m---m---m---m---w---m---
m---w---m---

m

・・・250，0∞ 
159，446 159，297 160，690 160，926 161，129 161，088 161，134 160，823 160，328 159，316 158，842 

50，∞o 

2∞，0∞ 

150，0∞ 

1∞，0∞ 

。
平22 23 24 25 26 27 28 29 30 令1 2 3 4 (年)

目男性 ・女性

※住民基本台帳法の改正により、 平成 24年以降は外国人を含む。

資料出所 :r住民基本台帳月報J(毎年 10月 113時点)
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(2)少子高齢化の現状

久留米市では、平成 12年から老年人口が年少人口を上回るようになり 、その差は年々広がり 、

生産年齢人口の減少が続いている。全国の合計特殊出生率は低下を続け、平成 17年には 1.26 

と過去最低を記録した。平成 18年以降は緩やか・な増加傾向にあったが、近年は低下傾向にある。

久留米市は、 全国や福岡県に比べやや高い水準で推移しているが、人口を維持するために必要 と

される 2.07(2019年人口置換水準:国立社会保障 ・人 口問題研究所)を大きく下回っている。

1∞% 

9aも

8α3も

7(1'/0。

6切も

5aも

4ωも

3ωも

2ωも

1ωも

0% 

平2

1.8 

1.6 

1.4 

1.2 

1 

平7

図表 1-2 年齢3区分の構成比の推移

7 12 17 22 27 令 1 2 3 4 (年)

・年少人口(0"'-'14冊 目宝産年齢人口(15歳"'-'64歳) 白老年人口(65歳以上)

12 17 

※住民基本台帳法の改正により、 平成24年以降は外国人を含む。

資料出所:昭和ω年~平成 12年・ ・・ 国勢調査 (10月I日時点)

平成13年~令和4年・・・住民基本台帳月報(10月1日時点)

図表 1- 3 合計特殊出生率の推移

1.59 

22 27 30 令1 2 3 

ー←全園 田制叫 調 県 ー』久留米市

資料出所 :市子ども政策課
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i44 
/J 働

1 .女性の就業状況

女性の労働力率は、結婚、出産、子育て期に低下し、子育てが一段落すると再び労働市場に

参入するM字型になる。そのカーブは以前に比べて浅くなっている。M字の底となる年齢も上昇

しており、昭和 56年は 25""29歳及び30""34歳がM字の底となっていたが、 25""29歳の労働力

率は次第に上がり、令和3年では86.9%と年齢階級別で最も高くなっている。

ω

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

門

9

8

7

6

5

4

3

2

1

図表Eー 1 女性の年齢階級別労働力率の推移 (国)

ー←昭和56(1981)年

→ー平成13(2001)年

一謙一令和 3 (2021)年

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-(歳)

(備考)1. 総務省[労働力調査(基本集計)Jより作成。

2.労働力率は、 「労働力人口 (就業者+完全失業者)J/ fl5歳以上人口Jx 100。

図表II-2 女性就業率の推移

(%) 
90 

85 

80 

75 

70 

60 ~64.0 

55 ~5r， 
50 

平成17 19 
(2005) (2007) 

一←・ 就業率 (15-64歳女性)

・+・ 就業率 (25-44歳女性)

ーー-就業率 (15-64歳男性)

21 23 25 27 29 令和元 3 
(2009) (2011) (2013) (2015) (2017) (2019) (2021) 

(年)

(<<~考) l.総務省 I労働力調査(基本集計)J より作成。
2.平成23(2011)年の就業務は、総務省が補完的に細fした催。

資料出所 :内問府 f令和 4年版男女共同参画白書j
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2.男女間賃金格差

福岡県における所定内給与額(令和 3年)は、女性 239，400円、男性 318，500円となっている。

また、男性の給与水準を 100とした場合の女'性の給与水準は 75.2となっている。20代までは90

台で推移しているが、その後、年齢が上がるにつれて男女問の格差は拡大している。

図表IT-3 男女年齢階級別の所定肉給与額と男女間格差(福岡県)

{平円1

5∞ 

4∞ 

3∞ 

2∞ 

1∞ 
。

~ 所定肉給与額 L-...I所定肉給与額 四炉男女間格差

(女性) (男性)

6、 サ イラ qP dpj  p φ ゆ ~ ，;0'" ...t ~~ 
k ¥Y "，<:r "，W ，.，c;r ，.，，，，.. ~ *" "，r:s φ(' r$r ro""- '\~砂

令、。
令和3年(福岡県)

所定肉給与額 所定内給与額
男女問格差

(女性) (男性)

19以下(歳) 175.2 182.0 96.3 

20-24 205.3 207.7 98.8 

25-29 231.9 246.1 94.2 

30-34 238.3 278.0 85.7 

35-39 241.7 316.3 76.4 

40-44 254.7 335.6 75.9 

45-49 252.8 364.2 69.4 

50-54 259.0 396.1 65.4 

55-59 259.6 400.5 64.8 

60-64 213.4 282.4 75.6 

65-69 194.9 249.6 78.1 

70- 225.9 249.3 90.6 

全体 239.4 318.5 75.2 

※所定肉給与:きまって支給する給与(毎月、就業規則、労働協定などであらかじめ定められた算定方法によって

算定される給与)のうち、超過労働給与を除いたもの

120 

1∞ 
80 

60 

40 

20 

備考:厚生労働省『賃金構造基本統計調査J(令和3年)

資料出所 :r令和4年版福岡県男女共同参画白書J
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3. 農業従事者に占める女性の割合(市)

農業従事者における女性の割合は 4割を超えて推移しており 、女性は農業経営において重要な

役割を担う存在であるといえる。

(件)

6∞ 

5∞ 

4∞ 

3∞ 

2∞ 

1∞ 

。

図表ll-4 農業従事者の性別構成比

100% 

50% 

0% 

平12 17 22 27 令2 (年)

国男性 ロ女性

資料出所:)農林業センサス

図表ll-5 農業における家族経営協定締結状況(市)

476 485 

平25 26 27 28 29 30 令1 2 3 (年度)

※家族経営協定は、農業経営を行う上での、労働報酬、 休日、労働時間、 家事や農事の

役割分担について、家族内で取り決める取組であり 、年々増加傾向にある。

資料出所:市農政課
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4. 市職員における女性の割合

久留米市職員の女性職員の割合は、平成5年の 21.6%から増加しており、令和4年には 36.5%

となっている。同様に市職員の役職者(管理・監督職)も平成5年の 6.0%から令和4年には 27.1%

に増加している。

(%) 

40.0 

35.0 

30.0 

25.0 

20.0 

15.0 

10.0 

0.0 

図表n-6 久留米市職員の女性職員の割合の推移

/れ6 ー ィ ー r

ι「ム ームー ム

平5 7 10 13 16 19 22 2S 28 令12 3 4 (年)

ー炉市職員役職者(管理・監督職)における女性の割合 ー←市職員における女性の割合

資料出所:市人事厚生課
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-福祉健康• 家庭回」
1 .就学前児童の保育状況 (市)

久留米市の就学前児童の保育の状況は、共働き世帯の増加等により、家庭での保育数は減少し、

保育所等で保育されている児童数の増加が続いていたが、少子化により平成 29年度をピークに減

少している。年齢別にみると、 0歳児においては 8割が家庭等で保育されており、 1・2歳児にお

いては半数以上が保育所・認定こども圏を利用している。また、 3'"'-'5歳児では9割以上が保育所

や認定こども圏、幼稚園を利用 している。

就学前児童の保育状況の推移
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〔入)

18，∞o 

lι∞o 

l叱∞o

12，∞o 

10，∞o 

8.0∞ 

6，000 

4，000 

zρ∞ 

問〈年}R3 R2 30 29 工124 21 18 15 12 6 H3 

。

-保育所 白地t麗型保育 事 業 ロ認。定こども霞 目幼稚園 田家庭など

年齢別の通所状況 (市)図表m-2(人)

3，0∞ 

2，5∞ 

2，0∞ 

1，5∞ 

1，α)() 

5∞ 

5歳4歳

図家庭など

3歳

図認定こども園

1歳 2歳

・保育所 囚地域型保育事業

。歳

。

田幼稚園

資料出所:r令和 4年度保健福祉事業概要J

- 49ー



2. 生活習慣病予防健康診査・各種検診の受診状況 (市)

( 1 )生活習慣病予防健康診査

久留米市では、 35歳から 39歳及び40歳以上で各医療保険の被保険者 ・被扶養者に該当しない

人を対象に、特定健康診査に準じた内容で、生活習慣病予防健康診査を実施している。例年、受

診率は約 1割程度となっている。

(人)

9，0∞ 
8，0∞ 
7，0∞ 
6，0∞ 
5，0∞ 
4，0∞ 
3，0∞ 
2，0∞ 
1，0∞ 。

7，033 

平成29年度

図表m-3 生活習慣病予防健康検査

7，216 6，978 

4，129 3，924 

平成30年度 | 令和元年度

困対象者目受診者

6，561 

3，727 

令和2年度

6，322 

3，718 

令和3年度

(2 )子宮頚がん検診 [女性]

20歳以上の女性を対象に実施している。久留米市では、平成 21年度から、女性特有のがん検

診受診促進、がんの早期発見及び健康意識の啓発のために、がん検診無料クーポン券事業を実施

している。令和3年度の受診者は対象の 20.4%である。

(人) 図表m-4 子宮頭がん検診 (女性)

1∞，0∞ 50.ω4 

80，∞o 76，'146 76，233 76，398 75，269 74，406 '10.00/0 

60，∞o 30.00/0 

40，∞o 20.00/0 

20，∞o 10.00/0 

。 0.0% 

平29 30 令1 2 3 

，...........，対象者 ・・受診者・圃』受診率 (年度)

資料出所 :r令和 4年度 保健福祉事業概要J
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3.相談の状況 (市)

( 1 )広聴・相談課一般相談

広聴 ・相談課への一般相談は全体として減少傾向にある。男女別では女性の方が相談件数が多

く、女性からの棺談の内訳を見ると、 f相続 ・贈与j、f近隣」、「不動産jの上位3項目で女性から

の相談全体の 44.0%を占めている。次いで、「親族J、f夫婦 ・異性j の相談が多い。

(件)

2∞o 

1釦O

1印 O

1400 

1200 

1∞o 

8∞ 
6α3 

4∞ 
2∞ 
。

平24 25 

図表m-5 公聴・相談課一般相談件数の推移 (男女別)

26 27 2:B 29 30 令1 2 3 (年度)

-男性回女性

図表m-6 公聴・相談課一般相談の内訳 (令和 3年度)
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人権

損害賠償

交通事故

生活(災害〉
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司R
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l・・ 26 

30 

.1男 園女

40 50 60 

(件)

資料出所 :r令和 4年度市民相談概況J

(※令和3年度より集計区分変更)
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(2)男女平等推進センター相談

総合相談件数は、平成 27年度をピークに減少に転じていたが、令和元年度より増加傾向にある。

(件) 図表m-7 男女平等推進センター相談件数
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図表ill-8 総合相談の内訳(令和3年度)

総合相談では、夫婦に関する相談
夫婦

が 38.4%を占めている。次いで、 その他 466 1809 

健康 464 
健康に関する相談が多い。 安全確保 404 

法律相談では、離婚に関する相 家族 385 

墓らし 338 

談が最も多くなっている(図III-9)。 仕事 254 

また、総合相談の「夫婦Jに関
子ども 243 

対人 208 

連する相談の中では、配偶者によ 男・女 97 

生き方 38 

る暴力の相談が最も多い。配偶者 。2∞ 4∞ 6∞ 8∞ 1∞o 1200 1400 1600 1800 2∞o 

による暴力の内容では、精神的暴 (件)

カ及び身体的暴力が多いが、これ

は他の暴力とも重なって起きてい 図表ill-9法律相談の内訳(令和3年度)

る。(図III-I0) 離婚 | 42 

金銭 | 12 

労働 s 

異性関係 6 

その他 6 

暴力(DV) 3 
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図表Eー 10 r夫婦」に関連する相談の内訳 (令和3年度)

(3 )婦人保護相談

減少傾向にあった相談件数は、新型

コロナウイノレス感染症の影響により急

激に増加した。最も件数の多い相談区分

は 「家庭の問題」で304件 (86.6%)あ

り、そのうち f夫の暴力 ・酒乱J関する

相談が 126件 (41.4%)となっている。

図表m-12 r本人の問題J内訳(令和3年)

(件)

5∞ 

4∞ 

3∞ 

2∞ 

1∞ 
58 。

平26
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資料出所 :市男女平等推進センター

図表m-ll 婦人保護相談件数

415 
11 

317 

53 

27 28 29 30 令1 2 3 (年)

ロ本人の問題 目家庭の問題 ローその他

図表m-13 r家庭の問題」内訳(令和3年)

資料出所 :市家庭子ども相談課



(4 )母子父子寡婦福祉相談

減少傾向にあった相談件数は、令和元年度より増加し令和 3年度に減少している。最も件数の

多い相談区分は「生活一般Jで 1，007件 (90.9%)となっている。

図表Eー 14 母子 ・寡婦福祉相桜件数の推移

(件)

1，6∞ 1，568 

1，4∞ 

1，2∞ 

1，0∞ 

8∞ 

6∞ 

4∞ 

2∞ 
。

平28 29 30 令1 2 3 (年居。
・生活一般 園児童 図宝活援助 図その他

図表Eー 15r生活一般Jの内訳 (令和3年度) 図表m-16r児童」の内訳(令和 3年度)

図表Eー 17r生活媛謹Jの内訳 (令和 3年度)

資料出所:市家庭子ども相談課
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(5)子育て相談

子育て相談の総合件数は、平成 26年度以降増加傾向にあったが、平成 30年度以降は減少して

いる。相談方法としては、電話相談よりも面接による相談が多い。また、相談の内訳は、電話相

談 ・面接相談ともに「環境 ・育児Jに関する相談が最も多い。

(件)
図表m-18 子育て相談の件数の推移
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7，0∞ 6，494 
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間
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5，0∞ 
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3，0∞ l 阻胡師岡 1:.:ii5剖 15=-~四 4.753 l日!屯胡 I=-~羽

2，0∞ 

5，307 5，594 四回閤

1，0∞ 

。
平22 23 24 25 26 27 28 29 30 令l 2 3 

ロ電話図面控

図表Eー 19 電話相談の内訳(令和3年度)

(年)

その他(保護者自身・

一時預かり・家庭訪

問相談)
図表m-20 面接相談の内訳(令和3年度)

184 

32% 
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その他(保護者自身・
一時預かり・家庭訪

問相談)

397 

15% 

資料出所 :市子ども子育てサポートセンター



4.児童相談の状況

児童相談対応件数について、増加傾向の数値で推移している。虐待の種類別対応件数は、「心理

的虐待Jが最も多く 、次いで f保護の怠慢 ・拒否 (ネグレクト)J、「身体的虐待」の順となってい

る。また、主たる虐待者は実母が最も多い。

(件) 図表m-211 児童相談対応の推移

5∞o 
4500 4116 

4∞o 
3500 
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2∞o 
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5∞ 
。

平20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令1 23

(年度)

図表m-22虐待の種類別対応件数(令和3年度)

保護の怠慢・拒否

(ネグレク卜)

117 

29.5% 

- 56ー

図表m-23虐待別対応件数(令和3年度)

実母以外の母
1 

0.3% 

資料出所 :市家庭子ども相談課



5. 自殺の概要

自殺は、 性別では男性の比率が高く 、女性の約 2"'3倍となっている。年齢別では 50代が最も

多く 、次いで 40・70代となっている。原因別では:、健康問題と経済・生活問題によるものが多い。

男

女

。

(人)

70 
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30 

20 

10 

。

(人)
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10 

o u 
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。

10 

図表m-24 男女別自殺者数の推移

57 

49 
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47 

平22 23 24 25 26 27 28 29 30 令1 2 3 (年)

目男・性図女性

図表Eー 25 年齢別自殺者数の推移

13 13 

11 

20才未満 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80才以上

図令和元年ロ令和2年ロ令和3年

図表m-26 原因動機別自殺(令和3年、 市、男女別)

20 

経済・生活問題

18 

30 40 50 60 70 

注 原 因動機別は複数計上のため自殺者数の合計とは異なる

資料出所 :市保健所保健予防課
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E
 1 .教育機関における役職別男女の割合

令和4年度における教諭等(主幹教諭 ・指導教諭 ・教諭)は、小学校、特別支援学校で女性の

割合が、中学校、高等学校に比べて高く、小学校で 69.3%、特別支援学校で 56.0%となっている。

小学校校長の女性の割合は 34.1%であるが、副校長 ・教頭は 54.3%で半数を占めている。講師等

(助教諭含む)では、全体的に女性の割合が高い。

図表町一 1 学校における役職別男女の割合(令和4年4月 1日現在)

回男性・女性

①校長

小学校(市立44校)

中学校(市立17校)

高等学校〈市立2校)

特別支援学校(市立1校)

0% 10% 2ω'0 30% 40"..6 50"/0 60% 70% 80"..6 90"A> 1∞% 

②冨IJ校長・教頭

中学校(市立17校)

小学校(市立44船

高等学授(市立2紛

特5.lIJ支援字校(市立1校) 臨翻綴韓 国 E 

③主幹教諭・指導教諭・教諭

小学校(市立44校)

臨~盟 国富 | 

中学校(市立17校)

高等学校(市立2校)

特別支援学校(市立1校) 関 2問自 国 | 

④養護教諭

小学校(市立44校)

中学校(市立17校)

高等学校(市立2校)

特別支援学校(市立1校)
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⑤講師等(助教諭含む)

小学校(市立44HV

中学校(市立17*i'il

高等学校(市立2~i'il

特別支:1:霊学校(市立銭安)

0% 10% 200，(， 300A 4ωr. 5ωr. 6ω6 70% 80% 900，(， 1∞% 

資料出所 :市教職員課

2. 学校種類別進学率の推移 (国)

令和 3年度の学校種類別の進学率を見ると、高等学校への進学率は、女子 95.1郷、男子 94.9%、

と女子の方が若干高くなっている。大学(学部)への進学率は、女子 51.7%、男子 58.1%と男子

の方が 6.4ポイント高いが、女子は全体の 7.2%が短期大学(本学)へ進学しており、これを合

わせると、女子の大学進学率は 58.9%となる。近年、大学(学部)の女子の進学率は上昇傾向に

ある一方、短期大学への進学率は低下傾向にある。

図表町一2 学校種類別進学率の推移 (国)

95.7 
(%) 

100 
_____ --~-~::::::; ~ I'~*__IIII_'~-ム- 1 ~~.} 

95.3 194.9 

80 

， 
~ . 

60トA。n J
lfン'“~... 

40 
'36.7 

20 

0 
昭和25
(1950) 

35 
(1960) 

4/ 

45 
(1970) 

55 
(1980) 

ト R高等学校等(女子) ・ 専修学校(専門課程女子)

卜--j1i高等学校等(男子) …・… 専修学校(専門採程男子)

1:::: 短期大学(本科.女子)

(倣巧) 1.文部科学作 「学校型車J伝統計Jより作成。

平成10 20 
(1998) (2008) 

大学(学部.女子)

一一 大学(学齢.男子)

57.7 

令和3
(2021) 
(年度)

大学院(女子)1 
一一大学院(男子}

2. 高~~;ft.枚持への逃争犠l阜、「高等学校、 ql~教n学校後101官製 f'îl及び符 lllJll:機学校高等部の本将 'lllJ科並びにi匂等専
門学校にi態学した'ff(就織i館学した千?を合み、過年度中唱すt~は会まない。 )J / f中学校 ・4書務教育争枝裕総背及

び小等教科学校1liIIØJ íì'~叙修了材J xlOOにより$;:111.ただし、 i経学千?には、羽て事学校のi函{凶市'Jo弘!fil(本科)へのi態
学者を含まない。

3. 専修学校{専門H'~W 進学事は、 f専修学校 (専門捌!r~ ) 入令符数 (過年度部都千f~を含む。 )J / f 3年前の中学校 ・

殺務教n学校司王品産科及び中等教育令校前l回線段修了手1Jx 100により算I_LI。
4.大学(学部}及び短期大学(本科)進学事は、「大学学都 (毎lJUJ大ヤ.本料)入学者数{過年度高水者符を含む.)J

/ f3i手前の小学校.~務教育学校高幹業育及び中型F教哲学校前i抑制12修了者数J x 1 00により ~IB . ただし 、 入学
稀には、大学又は短期J;:.?の通侶事IJへの入学者を合;まない.

5. 大争続i盤争E絡は、 fJ;:.学学3ß~事業後出ちに大つ生院に j進学した者の数J / f J;:.学学部伝来型T放Jx 100により算出 (1袈
学部、住!学部iま博士iil!flへの進学者).ただし、 i悠ゆtJに(j;、大争院の;m日制への進学者を含まない.

資料出所:内閣府 f令和4年版男女共同参画白書j
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|V 社会参画

1 .委員会 ・審議会等における女性登用状況

図表V-1地方自治法 (180条の5)に基づくもの

(令和 4年4月1日現在)

現委員数 女性の比率

名 称 定数
女 男 計 (%) 

教育委員会 5 3 2 5 60.0 

選挙管理委員会 4 3 4 25.0 

公平委員会 3 2 3 33. 3 

監査委員 4 。4 4 0.0 

農業委員 24 5 19 24 20.8 

固定資産評価審査委員会 12 4 5 9 44.4 

資料出所 :市男女平等政策課

図表V-2 その他の審議会・委員会等の女性登用状況

(令和 4年 4月1日現在)

委員数(人) 登用率
内 訳 審揖会等数

総数 女性 男性 (%) 

A:法律・条例に基づくもの 74 1，091 487 604 44. 6明

B:要綱等に基づくもの 23 389 183 206 47. 0明

合計 (A+B) 97 1，480 670 810 45. 3略

資料出所 :市男女平等政策課
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図表V-3 審議会等における女性委員割合の推移 (市)
(%) 
50 

45 45.3 
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。
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*平成 31年 4月に「久留米市における審議会等への女性の登用促進要綱」を改定し、 f各審議会

等の委員に占める男女の割合の目標は、男女いずれも 50パーセントとするj と、数値目標を明確

にした。
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図表V-4 審議会等における女性委員割合の推移 (国)

42.3 

{第5次男女共同
o薗1(本tt自に

お11るA2製自療}
{いずれも2025~)
40%以よ、
6096以下

昭和50 54 58 62 平成3 7 11 15 19 23 27 令和元3 7 
(1975) (1979) (1983) (1987) (1991) (1995) (1999) 1(2003) (2∞7) (2011) (2015) (2019) (2021) (2025) 

(年)

(備待) 1.内閣J(.fr閣の帯繊会符における女性委員の診回状況鈎ペjより作成。

2. RB拘63(1988)年から平成6 (1994)年は、各年3月31EI現在。平成7(1995)年以降は、各年9月30日現在。

昭和62(1987)年以前は、年により拠なる。

3. 総資対象の糠織会場には、調査時点で、 停止中のもの、~良が選任されていないもの、委員任命過程にあるもの及
ぴ地方支分邸周に燈かれているものは含まれない.

資料出所 :内閣府『令和4年版男女共同参画白書j
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審議会・委員会等女性登用状況一覧(市)

A.法律・条例に基づくもの

審話会・委員会等名称

l久留米市政治倫理審査会

2久留米市情報公開・個人情報保護審査会

3久留米市情報公開・個人情報保護審議会

4久留米市表彰審査委員会

5久留米市行政不服審査会

6久留米市職員表彰懲戒諮問委員会

7久留米市非常勤職員等公務災害補償等認定委員会

8久留米市非常勤職員公務災害補償等審査会

9久留米市職員公務災害補償等附加給付金審査会

10 久留米市総合評価技術委員会

11 久留米市防災会議

12 久留米市水防協議会

13 久留米市国民保護協議会

14 久留米市消防団員懲戒諮問委員会

15 久留米市人権啓発センター運営委員会

16 久留米市隣保館運営審議会

17 久留米市男女平等政策審議会

18 久留米市男女平等推進センター運営委員会

19 久留米市文化芸術振興審議会

20 久留米市芸術奨励賞選考委員会

21 久留米市美術品収集委員会

22 久留米市社会教育委員

23 久留米市生涯学習センター運営委員会

24 久留米市野中生涯学習センター運営委員会

25 久留米市文化財収蔵資料審議会

26 久留米市文化財専門委員会

27 久留米市文化財保存活用地域計画協議会

28 久留米市スホ。ーツ推進審議会

29 久留米市立図書館協議会

30 久留米市民生委員児童委員推薦会

31 久留米市社会福祉審議会

32 久留米市国民健康保険事業の運営に関する協議会

33 久留米市障害支援区分認定審査会

34 久留米市老人ホーム入所判定委員会

35 久留米市地域包括支援センターの運営に関する協議会

36 久留米市介護認定審査会

37 久留米市保健所運営協議会

38 久留米市感染症診査協議会

39 久留米市予防接種健康被害調査委員会

40 久留米市小児慢性特定疾病審査会

41 久留米市子ども・子育て会議

42 久留米市養護児審査会

43 久留米市要保護児童対策地域協議会

44 久留米市環境審議会

45 久留米市放置自動車廃物判定委員会

46 久留米市産業廃棄物審議会

47 久留米市ごみ処理施設等監視委員会

48 久留米市食料・農業・農村政策審議会

49 地方卸売市場水産物部取引委員会

50 久留米市卸売市場運営協議会

51 久留米市中小商工業融資委員会

52 久留米市企業立地促進委員会

53 久留米市立草野歴史資料館協議会

54 久留米市伝統的町並み保存審議会

55 久留米市公共事業再評価検討委員会

56 久留米市都市計画審議会

57 久留米市景観審議会

58 久留米市地域公共交通会議

59 久留米市建築審査会

60 久留米市中高層建築物等建築紛争調停委員会

61 久留米市開発審査会

62 久留米市有線放送運営委員会

63 久留米市地方卸売市場田主丸流通センター運営審議会

64 久留米市田主丸生涯学習センター運営委員会

令和4年4月1日現在

総数 女性 男性 女性登用率

9 4 5 44.4弛
7 4 3 57.1弛
9 4 5 44.4弛
10 5 5 50.0弛
6 4 2 66.7% 
7 3 4 42.9% 
7 3 4 42.9% 
3 l 2 33.3弛
8 4 4 50.0% 
5 2 3 40.0% 
46 8 38 17.4弛
20 4 16 20.0% 
46 8 38 17.4弛
7 3 4 42.9% 
17 8 9 47.1弛
15 7 8 46.7% 
14 8 6 57.1弛
14 8 6 57.1弛
11 5 6 45.5% 
15 7 8 46.7% 
5 2 3 40.0% 
10 5 5 50.0% 
16 9 7 56.3弛
9 5 4 55.6弛
8 4 4 50.0% 
14 7 7 50.0% 
15 3 12 20.0% 
17 7 10 41.2% 
16 9 7 56.3弛
14 7 7 50.0% 
37 21 16 56.8% 
14 5 9 35.7% 
34 15 19 44.1弛
7 4 3 57.1弛
16 6 10 37.5% 
72 32 40 44.4弛
20 9 11 45.0% 
10 6 4 60.0首
12 6 6 50.0弛
5 3 2 60.0弛
16 9 7 56.3弛
20 15 5 75.0弛
30 12 18 40.0弛
18 8 10 44.4弛
4 l 3 25.0弛
5 2 3 40.0弛
15 7 8 46.7% 
19 8 11 42.1弛
8 4 4 50.0弛
22 9 13 40.9弛
15 6 9 40.0弛
14 6 8 42.9弛
9 4 5 44.4弛
9 4 5 44.4弛
5 3 2 60.0弛
20 9 11 45.0弛
10 5 5 50.0弛
32 12 20 37.5% 
7 3 4 42.9弛
6 3 3 50.0弛
7 3 4 42.9弛
11 6 5 54.5% 
16 8 8 50.0弛
10 5 5 50.0弛
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A.法律・条例に基づくもの 令和4年4月1日現在

審話会・委員会等名称 総数 女性 男性 女性畳用率

65 久留米市北野生涯学習センター運営委員会 14 7 7 50.0% 
66 久留米市城島ふれあいセンター運営委員会 14 6 8 42.9% 
67 久留米市城島生涯学習センター運営委員会 12 6 6 50.0% 
68 久留米市ー瀦生涯学習センター運営委員会 15 6 9 40.0% 
69 久留米市上下水道事業運営審議会 9 5 4 55.6弛
70 久留米市教育職員表彰懲戒諮問委員会 7 4 3 57.1弛
71 久留米市教育支援委員会 29 19 10 65.5% 
72 久留米市立小中学校通学区域審議会 15 8 7 53.3弛
73 久留米市教育集会所運営審議会 12 5 7 41.7% 
74 久留米市立学校結核対策委員会 9 4 5 44.4弛

普十 1，091 487 604 44.6弛

B.規則・要綱に基づくもの 令和4年4月1日現在

審話会・委員会等名称 総数 女性 男性 女性畳用率

l久留米市地方創生総合戦略推進会議 14 6 8 42.9弛
2久留米市入札監視委員会 4 2 2 50.0弛
3久留米市セーフコミュニアイ推進協議会 56 24 32 42.9弛
4耳納市民センター多目的棟管理運営委員会 12 6 6 50.0弛
5筑邦市民センター多目的棟管理運営委員会 12 5 7 41.7% 
6くるめ支え合うプラン推進協議会 25 13 12 52.0弛
7久留米市救急医療協議会 13 6 7 46.2% 
8久留米市障害者地域生活支援協議会 17 7 10 41.2% 
9久留米市障害者差別解消支援地域協議会 29 12 17 41.4弛
10 久留米市成年後見推進協議会 6 3 3 50.0弛
11 久留米市成年後見制度受任調整会議 9 2 7 22.2% 
12 久留米市認知症支援ネットワ}ク会議(久留米市オレンジ会議) 18 9 9 50.0弛
13 久留米市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進協議会 24 10 14 41.7% 
14 久留米市地域密着型サービス運営委員会 7 4 3 57.1弛
15 久留米市自殺対策計画推進委員会 17 8 9 47.1弛
16 「健康くるめ21J計画推進協議会 20 12 8 60.0弛
17 久留米市慢性疾病児童等地域支援協議会 12 8 4 66.7% 
18 久留米市青少年非行を生まない社会づくり推進対策本部 26 13 13 50.0弛
19 久留米市地球温暖化対策協議会 23 9 14 39.1弛
20 久留米市食育推進会議 23 13 10 56.5% 
21 久留米市特定空家等対策審議会 5 2 3 40.0弛
22 久留米市空き家活用推進協議会 8 4 4 50.0弛
23 水緑花くるめ推進協議会 9 5 4 55.6弛

普十 389 183 206 47.0% 

資料出所:市男女平等政策課
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2. 民生委員・児童委員及び保護司における女性の割合 (市)

民生委員・児童委員は女性の割合が高いが、会長に限れば男性の割合が高い。
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344 355 

平25 26 

38 

平25 26 

平25 26 

図表V-5民生委員・児童委員数(性別)の堆移

352 351 337 338 337 352 353 355 

27 28 29 30 令1 2 3 4 (年)

日男性・女性

図表V-6民生委員児童委員協議会会長の推移

38 38 

27 28 29 30 令1 2 3 4 (年)

固男性・l女性

資料出所 久留米市民生委員児童委員協議会

図表V-7久留米保護区保護司会役員理事数の推移

28 28 

27 28 29 30 令1 2 3 4 (年)

回男性・女性

資料出所 久留米保護区保護司会
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3.団体等における女性役職者等の割合 (市)

(1) PTA 

小 ・中学校PTA連合会役員及び各PTA会長は、以前から男性の割合が多い。

図表V-6小学校PTA連合会役員の}量移 図表V-g中学主主PTA連合会役員のi重移

1似鴻 1似消

38.9% 20.0')6 33.3% 11.1% 11.1'16 22.2% 22.2% 15.4% 14.3% 33.3% 16.7% 16.7% 16.7% 33.3% 16.7% 

(7入〉 (2) (3) 〈。 (1) (2) ( 2) い人〉 (。 (2) (1) (1) (1) (2) (1) 

剛一関間関サ関開開 耳l'J6 覇開覇覇関関朝関
(8〉 66(67〉% 回目園ι ー田一一 回目 (7) (7) 

(22) (6) 

印6， ，M F -，.."" r."..r......1 r.""" ...... ， ... -.rt 副 』i""'-.-，・，.， ...，J'..""...... t.r .... _-，.r、a ，~『厄属国」 口同

平27 28 29 30 令1 2 3 4 平27 28 29 30 令1 2 3 
(年)

a男・女 国男・女

凶表V-10 小学校PTA会長のI量移 図表V-11中学校PTA会長の縫移

1αl% 1肌耳‘

6.4% 8.5% 6.4'16 4.2'16 4.4% 17.，8% 

(3人) (4) (3) (2) (2) (:8) 

鰯 ……… …自費虫剤・ 0.， c.Ott. 

。j6 ま偽

平27 28 29 30 令1 2 

国男・女

3 " (年)
平27 28 29 30 令1 2 

ロ男 ・女

3 

資料出所:市小・中学校PTA連合協議会

( 2) 自治会長

自治会長は男性の数が圧倒的に多く、女性の割合は全体の 1iJlJ未満で推移している。

(人)

8∞ 

図表V-12 自治会長の男女比の推移(市)

7∞I 663 663 656 656 666 669 671 673 673 665 667 665 672 670 

6∞ 

5∞ 

4∞ 

3∞ 

2∞ 

1∞ 
。

，.・"

語
平21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令1 2 3 4 (年)

四男性 信女性

資料出所 ・市地域コミュニティ諜
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4.議会における女性議員の割合

久留米市議会の女性議員の割合は 16.7% (任期開始時)で、これは福岡県議会議員の女性割合

である 10.3%を上回っている。(全国の市議会の女性議員の割合 16.8%)

図表V-13 市議会議員の女性の役割

女性の割合
任期

女 男 (%) 

H19.5.2""'H23.5.1 6 36 14.3見

H23.5.2""'H27.5.1 5 33 13.2覧

H27. 5. 2""'Rl. 5. 1 6 32 15.8% 

Rl. 5. 2""'R5. 5. 1 6 30 16. 7覧

*福岡県議会 H31. 4. 30""'R5. 4. 29 9 78 10.3% 

(%) 
50 

45 

40 

35 

*任期開始時の数値

資料出所 :市議会事務局

図表Vー 14 地方議会における女性議員割合の推移 (国)

ー← 都道府県議会

ー←政令指定都市議会

市議会

-ーー特別区議会 」
30.2 

57 62 平成4 9 14 19 24 29 令初3
(1982) (1987) (1992) (19ヲ7) (2002) (2007) (2012) (2017) (2021) 

{年)

{備考) 1.総務省 「地方公共闘体の織会の鎌員及び長の所防党派別人員続等jをもとに内閣fUにおいて作成.

2.各年12月末現在.

3 市総会は政令指定都市議会を含む.なお、 合併は都道府県議会及ぴ市I>{町村治会の合計.

資料出所 :内閣府「令和4年版男女共同参画白書J
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5. GG  1、G 1 1における日本の順位

① GGI 令和3(2021)年

(ジエンダー ・ギャップ指数)

順位 国名 GGI値 |

アイスフンド 0.892 

2 フィンフンド 0.861 
3 ノルウエー 0.849 
4 ーユージーフンド 0.840 
5 スウヱーデン 0.823 

8 リトアーア 0.804 I 
9 アイルフンド 0.800 
10 スイス 0.798 
11 ドイツ 0.796 

13 ベルギー 0.789 
14 スペイン 0.788 

15 コスタリカ 0.786 
16 フフンス 0.784 

20 フトピア 0.778 
21 オーストリア 0.777 

22 ポルトガル 0.775 

23 英国 0.775 

24 カナダ 0.772 
29 デンマーク 0.768 

30 米国 0.763 
31 オランダ 0.762 
34 メキシコ 0.757 

41 スロペーア 0.741 
46 エストーア 」0.733

50 オース卜フりア 0.731 

55 ルクセンブルク 0.726 

59 コロンピア 0.725 
60 イスラエル 0.724 
63 イタリア 0.721 
70 チリ 0.716 
75 ポーフンド 0.713 

77 スロパキア 0.712 

78 チェコ 0.711 
98 ギリシャ 0.689 
99 ハンガリー 0.688 
102 I韓国

120 日窓 0.656 
133 トルコ 0.638 

② G 11 令;f日元 (2019) 年

(ジ工ンダー不平等指数)

順位 国名 GII億

スイス 0.025 

2 デンマーク 0.038 
3 スウェーヂン 0.039 
4 ベルギー 0.043 
4 オフンタ 0.043 

6 ノJレウエー 0.045 
7 フィンフンド O.倒7

8 フフンス 0.049 

9 アイスフンド 0.058 
10 スロベニア 0.063 
11 綾田 0.0倒

12 ルクセンブルク 0.065 
14 オーストリア 0.069 
14 イタリア 0.069 
16 スペイン

17 ポルトガル 0.075 
19 カナダ 0.080 
20 ドイツ 0.084 
21 エストーア 0.086 
23 アイルフンド 0.093 
24 B:z玄 0.094 
25 オーストラリア 0.097 

26 イスフエル 0.109 
28 ポーフン|ド 0.115 

29 ギリシャ 0.116 

~英国 0.118 

33 ーユージーーフンド 0.123 

34 リトアーア 0.124 

36 チェコ 0.136 
41 フトピア 0.176 
45 スロパキア 0.191 

46 米国 0.204 
~ハンガ1) ー 0.233 
55 チリ 0.247 

62 コスタソカ 0.288 

68 トJレコ 0.306 
71 メキシコ

101 コロンピア

|GGI ジエル ギヤツ畑|
(Gender Gap Tndex) I 

以下の4分野からなり、男性に

対する女性の轡j合を示す。

【経消分野1
.労働診加盟似の男女比

-同一労働における賃金の努女絡差

.機定動労所得の男女比

・管理的耳慣業従E医者の児女比

.専門 ・技術者の男女比

[教育分野1
・綴字織の兇女比

-初等、中等、高等教育の就学第

の身女比

【健康分野1
・出生児性比

-健康寿命の男女比

【政治分野1
-副会自組員(下院)の男女比

.閣僚の努女比

.最近50年における行政府の長の

在任年数の男女比

IGII K ン日 平等指数 | 
(Gender lnequalily Jndex) I 

経l家の人間開発の達成が男女の

不平等によってどの程度妨げられ

ているかを明らかにするもの。玖:の

3側商5指1まから精成されている.

[リプロダクティプ ・ヘルス(性

と生殖に随する健康l]
-妊irIi.鋭死亡率

-思春期出生率 (l5-L9緩の女性

し000人当たりの出生数)

[エンパワーメントl
-国会議員女性割合

-中等教育以上の教育を受けた人

の割合{男女別)

[労働市場1
・労働参加理解 (男女別)

(備考) 1. GG 1は世界経済フォーラム rGlobalGender Gap Report 2021J、G1 1 は国連開発計画 (UNDP)

「人間開発報告書2020Jより作成。

2.測定可能な国数は、GGIは156か園、G1 1は162か国。そのうち、上位 5か国及びOECD加盟国 (38か

国)を抽出。

資料出所 :内閣府「令和4年版男女共同参画白書J
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VI 苦情処理機関 |

1.男女平等に関する苦情・救済の申出処理件数(組織別)

件数
事降成比

所管部局 (H15 内容(年度)

-R3) 
(※) 

総合政策部 2 5% -広報くるめに掲蛾された性犯罪に関する記司匹の表現(H24)2件

-女性のみを対象とする研修(H18)
総務部 3 7見-嘱託織員の介護休暇(H21) 

-積極的是正指置の必要性(1刊20)

-女性職員の配置(H15)

協働縫進部 9 22% 
-女性だけに銀せられる出不足金(H21，23，26)
-市補助団体発行紙の表現(1刊15，25(2件))

-広報くるめに掲載された性犯罪に関する記'の表現(H24)2件

市民文化部 2% -公民館主催の球技大会のf~加資格(H18)

健康福祉部 。0% 

-休 日・夜間のDV被害者受け入れ(H15)

子ども未来都 9 22% 
-研修内容(H19)3件
-電話相級事業名称変更(H16)2件
-市施設職員によるハラスメント(H20)3件

環境部 2% -行政刊行物の表現(H18)

農政部 2% -団体における定年年齢の男女差(H22)

商工観光労働部 。0% 

都市建段都 2 5% 
-単身DV被害者の市営住宅入居(H15)
-地域防火・防災組織(H18)※当時lま消防本部

田主丸総合支所 。0% 

北野総合支所 2 5% -市補助団体発行紙の表現(1刊25)2件

城島総合支所 。0% 

三瀦総合支所 。0% 

上下水道部 。0% 

-高校の名簿(H15) -小学校通信の表現(H19)
教育部 6 15% -高校の制服(H15) -駅伝大会の出場者名簿(H19)

-小学校図書館のパソコンシステム(H19) -中学校の制服(R2)

選挙管理委員会事務局 。0% 

農業委員会事務局 。0% 

-退職金の支払(H15)
民間 5 12% -セクシュアル./、ラスメント(ト118，23)

-職場における不利益取級い(H16，H30)

合計 41 1∞% 

- 68ー



第3部相談窓口一覧
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名称 内谷 相韻受付日時 連絡先

【総合相説、性暴力相設】
月~水、金、土

女性が抱える様々な悩みや生き方、配
10:00-18:00 

偶者等からの暴力や強制性交、強制
木

わいせつ、セクシュアル・ハラスメントな
17:00-20:00 久留米市役所

どの性暴力、夫婦問題など
日 協働推進部

女性相談員が対応 10:00-17:00 男女平等推進センター

久留米市
久留米市諏訪野町1830-6

男女平等推進センター
(えーるピア久留米内}

第2・4木
【法律相該】 14:00-15:30 電話 0942-30-7802

第3木 FAJ< 0942-30-7811 
離婚などをめぐる法律上の問題に女性 17:30-19:00 
弁護士が対応 (祝日、月末目、年末年始

を除く)
本面接相談は要予約

久留米市役所
子ども未来部

久留米市
児童虐待相設・通告や子どもの養育に 月~金 家庭子ども相談課
関すること、女性の悩みや暴力に聞す 8:30-17:15 久留米市城南町15-3

家庭子ども相談課
る相談 (祝日・年末年始を除く) 電話 30-9208(児童相談)

30-9063 (婦人相談)
FAJ< 0942-30-9718 

直通ダイヤル

毎月第4月曜日
080-6787-6172 

【男性のための電話相談】 16:00-18:00 
(詳細は下記HPより)

久留米市
夫婦・親子、職場の人間関係や生き (祝日を除く)

https://www.city.kurume.f 
方、性に関する悩みなど ※令和5年度より上記目
男性臨床心理士が対応 程に変更

ukuokajp/1100keikaku/21 
00jinken/3020danjosuishin 
/2021-0614-0922-
254.html 

配偶者やパートナーから受けている
機々な暴力(OV)について、専門の相 つなぐはやく

談員が対応。
(1)24時間受付

(1) 0120-279-889 

DV相践プラス (1)電話相談
(2)24時間受付

(2)、(3)、(4)
(2)メール相談

(3)毎日/12:00-22:00
ホームページからアクセス

(3)チヤツト棺談
(4)毎日/12:00-22:00

(https://soudanplusjp) 
(4)外国人相談者向け相設

(チヤツト棺談)

発信地等の情報から最寄りの最寄の
【全国共通短縮ダイヤル】

ov棺設ナピ 相設機関に電話が自動転送され、直 相談窓口により異なる
はれれば

接相設可能。
#8008 

発信地等の情報から最寄りのワンス 【全国共通短縮ダイヤル〕
性犯舞・性暴力被害者のための トップ支援センターに電話が自動転送 相談窓口により異なるウンストップ支緩セン?-

され、直控相設可能。
はやくウンストップ

#8891 
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名称 内谷 相韻受付日時 連絡先

発信した電話の市内局番等から(燐得 【全国共通短縮ダイヤル】
児童相説所虐待対応 電話等からの発信はコールセンターを

24時間対応
ダイヤル 通じて)最寄りの児童相談所に電話が いちばやく

自動転送され、直接相銀可能。 189 

配偶者やパートナーからの暴力についての相説電話

配偶者暴力相設支援センター 月~金

(北筑後)
8:30-17:15 電話 0942-34-8111

(祝日、年末年始を除く)

月~金
福岡県E偶者からの 17:00-24:00 
暴力相設電話 土、目、祝日 電話 092-663-8724

9:00-24:00 

福岡県DV相談
(年末年始を除く)

火・木

男性DV被害者のための
18:00-21:00 

相談ホットライン
土 電話 070-4410-8502 
10:00-13:00 

(祝日・年末年始を除く)

第1日曜

LGBTの方のDV被害者
14:00-17分O

相談ホットライン
第3水曜 電話 080-2701-5461
18:00-21:00 

(年末年始を除く)

【総合相践】
9:00-17:00 

夫やパートナーからの暴力や家庭に関 金曜日(祝日を除く)は、

係する相設
18:00-20:30も対応

女性相談員が対応 (8/13-8/15、年末年始 福岡県
(12/28-1/4は除く) 男女共同参画センター

あすばる

春日市原町3丁目1-7

【専門相設】 クローパープラザ内

法律、こころの健康、女性に対する暴 本相設内容によって相談 電話 092-584-1266
福岡県あすばる

力、就業援助など
目時が異なるため、ホー

相談ホットライン
女性の弁護士や臨床心理士などの専 ムページで確認

門家が対応
https://www.asubaru.orjp 

要予約 / 

第1・3土曜白
福岡県

14:00-16:00 
男女共同参画センター

【専門相設】
第2・4金曜日(祝日を除

あすばる

男性のための電話相設
く)

春日市原町3T目1-7
男性臨床心理士が対応

18:00-20:30 
クロ-/¥ープラザ内

(祝日、 8/13-8/15、年末
電話 092-584-4977

年始を除く)
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名称 内谷 相談受付日時 連絡先

性暴力被害に関する相談に対し、電
性暴力被害者 話・面接相談、医療機関・警察等への 24時間365日

電話 092-409-8100
支援センター・ふくおか 付き添いなど、被害直後からの:総合的 (年中無休)

な支援

犯罪被害相設
月~金

福岡県警察本部
【心のリリーフ・ライン】

9:00-17:45 福岡市博多区東公園7-7
犯罪被害者やその周囲の方々の心の (祝日・年末年始を除く)

ケアに、女性の臨床心理士が対応
面接相談は要予約 電話 092-632-7830

福岡県警察本部
犯罪被害相談

【性犯罪被害相設電話】
【全国共通短縮ダイヤル】

24時間365日
性犯罪被害に遭われた方々の相談 (本男性警察官が対応す

ハートさんに、女性の臨床心理士や警察官が対 る湯合あり)
応

#8103 

福岡県 事前電話予約後、;犯面プ接ロ相グ践ラをした後、 月~金内容に応じて、再 フムを実施
性暴力加害者相談窓

するほか、就労などの生活自立支援や
9:00-17:00 電話 092-289-9398

ロ 専門医療機関の紹介などを行う。
(祝日、年末年始を除く)

【労働相設】
-定例相設

職場における、労働者・使用者双方か 月~金
福岡県8:30-17:15 

らの様々な労働問題についての相談
(祝日、年末年始を除く) 筑後労働者支援事務所

自主的な解決ができない場合l求、当所
職員文は福岡県労働委員会委員が労

-夜間電話相談
久留米市合川町1642-1

働者と使用者の聞に入札紛争解決を 久留米総合斤舎1階

図る『あっせん』制度もあり、また、複 水

雑、高度化する労働相設に対応するた
17:15-20:00 電話 0942-30-1034

め、必要に応じて弁護士にアド1¥イスを
(祝日の場合は翌日に実

福岡県筑後 受ける体制も執っている。
施。年末年始を除く)

労働者支援事務所

福岡県
子育て女性就職支援セン

【子育て女性就職支媛センター事業】 ター(筑後エリア)
月~金

子育て中の女性等を対象に働くことに 8:30-17:15 久留米市合川町1642-1
関する相設から就職あっせんまでワン (祝日、年末年始を除く) {福岡県筑後労働者支援事務

ストップで支援。 所内)

電話 0942-38-7579

福岡労働局

解雇、労働条件、募集・採用、いじめを 月~金
福岡市博多区博多駅東2-11-1

福岡労働局 含む労働問題に関するあらゆる分野に 8:30-17:15 
福岡合同斤舎新館4階

総合労働相談コーナー 福岡労働局・雇用環境鈎等部
ついて、労働者、事業主からの相談を (祝日、年末年始を除く) 指導課内
専門の相談員が対応。

電話 092-41ト4764
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名称 内谷 相談受付日時 連絡先

久留米市役所

市政相談・一般相哉は
協働推進部

市民棺韻
市政に関する苦情、要望、意見のほ 原則i月~金

広聴・相談課

か、生活不安や悩み、トラブルなど
8:30-17:15 

(祝日、年末年始を除く)
久留米市城南町15-3

電話 0942-30-9017
FAJ< 0942-30-9711 

久留米市役所

仕事、在留資絡、健康保険、住まい、
原則月~金

協働推進部

久留米市外国人相談窓 出産・子育て、結婚・離婚など、外国人
広聴・相談課

ロ 住民が生活する中で困っているhことや 8:30-17:15 

(令和2年8月3日開設) わからないことなど、多言語で相談に
(祝日、年末年始を除く) 久留米市城南町15-3

対応。
電話 0942-30-9096
FAJ< 0942-30-9711 

-苦情の申出 久留米市役所

市の男女平等施策に対する苦情及 協働推進部

苦情処理機関
ぴ他の施策が男女平等を阻害している 月~金

男女平等政策課

男女平等推進委員
と思われるとき 8:30-17:15 
-救済の申出 (祝日、年末年始を除く)

久留米市城南町15-3

市内において、性別による差別的取
級い等の権利侵害を受けたとき

電話 0942-30-9246
FAJ< 0942-30-9703 
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久留米市男女平等を進める条例

目次

第 1章 総 則(第 1条一第 7条)

第 2章男女平等推進のための基本的施策(第8条一第 16条)

第 3章苦情等の申出の処理(第 17条一第 29条)

第4章 久留米市男女平等政策審議会(第30条一第 33条)

第 5章 雑 則(第 34条)

附則

第 1章 総則

(目的)

匿回

第 1条 この条例は、本市における男女平等の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者

等の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項及び苦情等の申出の処理に関する

事項を定め、男女平等を進めるための施策を総合的かっ計画的に実施することにより男女共同参

画社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

( 1 ) 市民 市内に居住する者、市内に通勤する者、市内に通学する者及び市内を活動の拠点と

する個人をいう。

(2 ) 事業者等 事業者及びその他の民間団体で、市内において活動するものをいう。

(3 ) 男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあら

ゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会

的及び文化的利益を享受することができ、かっ、共に責任を担うべき社会をいう。

(4) 積極的格差是正措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲

において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(5 ) セクシュアル ・ハラスメント 性的な言動により当該言動を受けた個人の生活環境を害す

ること又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。

(6) ドメスティック ・バイオレンス 配偶者等の男女間において、個人の尊厳を侵すような身

体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為をいう。

(基本理念)

第 3条 男女共同参画社会の実現は、次の基本理念にのっとり推進されなければならない。

( 1 ) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による直接的又は間接的な差別

的取扱いを受けないこと、男女が個性と能力を生かす機会が確保されること、男女間における

あらゆる暴力が根絶されることその他の男女の人権が尊重されること及び性別による差別と他

の理由からなる差別とを重複して受けている男女が存在する状況に対して配慮されること。

(2 ) 社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会に

おける活動の自由な選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより 、男女平等の推進を阻害

する要因となっている場合は、その要因が取り除かれるよう配慮されること。

(3 ) 教育の果たす重要性にかんがみ、学校教育、社会教育その他のあらゆる教育の場において、

男女平等を推進する視点が採り入れられること。

(4) 男女が社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者等における方針の立案及び

決定に参画する機会が、平等に確保されるよう配慮されること。

(5 ) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の

家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かっ、当該活動以外

の活動を行うことができるよう配慮されること。
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(6) 男女が生涯にわたり安全な環境の下で健康な生活を営み、性と生殖に関する事項に関し自

らの決定が尊重されること。

(7) 男女平等の推進は、その取組が国際社会における取組と密接な関係を有していることにか

んがみ、平和を基盤とした国際的協調の下に行われること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念J という。)にのっとり、男女平等の推進

を主要な政策として位置付け、男女共同参画社会を実現するための施策(積極的格差是正措置を

含む。以下 f男女平等推進施策j という。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、国及び他の地方公共団体と連携を図るとともに、市民及び事業者等と協力して男女平等

推進施策を実施しなければならない。

3 市は、男女平等推進施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければなら

ない。

4 市は、男女平等推進施策以外の施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女平等の推進を

阻害することのないよう配慮しなければならない。

(市民の責務)

第 5条 市民は、男女共同参画社会について理解を深め、職域、学校、地域、家庭その他の社会の

あらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女平等の推進を阻害する要因を取り除くよう努

めるとともに、市が実施する男女平等推進施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者等の責務)

第6条 事業者等は、男女共同参画社会について理解を深め、その活動に関し、基本理念にのっと

り、男女平等の推進を阻害する要因を取り除くよう努めるとともに、市が実施する男女平等推進

施策に協力するよう努めなければならない。

(性別による差別的取扱い等の禁止)

第 7条 何人も、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において性別による差別的

な取扱いをしてはならない。

2 何人も、セクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンスを行つてはならない。

第2章男女平等推進のための基本的施策

(政策等の立案及び決定の過程への女性の参画促進)

第8条 市は、積極的格差是正措置のーっとして次に掲げる措置を講ずるものとする。

( 1 ) 市における政策の立案及び決定の過程への女性の参画を積極的に促進すること。

(2 ) 事業者等における方針の立案及び決定の過程への女性の参画を促進するため、当該事業者

等に対し、必要な情報の提供、助言その他の支援を行うこと。

(情報収集及び調査研究)

第 9条 市は、男女平等推進施策を総合的に策定し、及び実施するため、情報収集及び調査研究を

行うものとする。

(啓発活動)

第 10条 市は、市民及び事業者等が男女共同参画社会について理解を深めるため、啓発活動を行

うものとする。

(男女平等推進教育の充実)

第 11条 市は、学校教育、社会教育その他の教育の分野において効果的な方策を講ずることによ

り、男女平等を推進するための教育の充実に努めるものとする。

(家庭、職域及び地域における活動への平等な参画に対する支援)

第 12条 市は、男女が固定的な性別役割にとらわれない対等な関係により、家庭、職域及び地域

のあらゆる分野における活動の機会に平等に参画できるよう、必要な支援を行うものとする。

(男女平等推進活動への支援)

第 13条 市は、市民文は事業者等が行う男女共同参画社会の実現に向けた男女平等を推進するた

めの活動に対し、必要な支援を行うものとする。
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(男女平等推進体制の整備)

第 14条 市は、男女共同参画社会の実現に向けて、男女平等推進施策を総合的に策定し、及び実

施するために必要な体制の整備に努めるものとする。

(男女平等推進拠点)

第 15条 市は、久留米市男女平等推進センター(久留米市生涯学習センタ一、久留米市男女平等

推進センター、久留米市人権啓発センター及び久留米市消費生活センター複合施設条例(平成 1

2年久留米市条例第 35号)第3条第2号に規定する施設をいう。)を、市の男女平等推進施策を

実施するための拠点として位置付け、男女共同参画社会の実現に取り組むものとする。

(行動計画)

第 16条 市は、男女平等推進施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画社会基本法

(平成 11年法律第78号。以下 「基本法j という。)第 14条第3項の規定に基づき、市の区域

における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画として久留米市男

女共同参画行動計画(以下 「行動計画j という。)を策定するものとする。

2 市は、行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ市民の意見を反映させる

ために必要な措置を講ずるものとする。

3 市は、行動計画の実施状況について、年次報告書を作成し、公表するものとする。

第3章苦情等の申出の処理

(男女平等推進委員)

第 17条 市は、次条に規定する苦情及び救済の申出について、必要な処理をするため、市長の附

属機関として久留米市男女平等推進委員(以下 「推進委員」という。)を置く 。

2 推進委員の定数は 3人以内とする。

3 推進委員の数が 2以上である場合においては、そのすべてが男女いずれか一方の性によって占

められてはならない。

4 推進委員は、男女平等の推進に関し優れた識見を有し、性別による差別の解決に熱意があり、

社会的信望が厚い者のうちから、市長がこれを委嘱する。

5 推進委員の任期は、 3年とする。ただし、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 推進委員の任期は、通算して 6年を超えることができない。ただし、市長が特別の事情がある

と認めるときは、この限りでない。

(苦情及び救済の申出)

第 18条 市民及び事業者等は、推進委員に対し、市が行う男女平等推進施策に関する苦情の申出

及び市が行うその他の施策が男女平等の推進を阻害していること文は阻害するおそれがあること

に関する苦情の申出をすることができる。

2 何人も、推進委員に対し、市内において生じた性別による差別的取扱いその他の男女平等の推

進を阻害する要因に基づく権利侵害(以下 「権利侵害」という。)により被害を被った者の救済の

申出をすることができる。

(推進委員の処理の対象としない事項)

第 19条 前条に規定する苦情及び救済の申出〈以下「苦情等の申出Jという。)が次に掲げる事

項である場合には、前条の規定にかかわらず、推進委員の処理の対象としない。

( 1 ) 判決、裁決等により確定した事案に関する事項

(2 ) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項

(3 ) 国会又は地方公共団体の議会に対し請願が行われている事項

(4) 推進委員が行った苦情等の申出の処理に関する事項

(5 ) 前各号に掲げるもののほか、調査することが適当でないと推進委員が認める事項

2 前条第2項の規定による救済の申出は、当該申出に係る権利侵害があった日の翌日から起算し

て1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があると推進委員が認める

ときは、この限りでない。
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(市に係る苦情等の申出の処理)

第 20条 推進委員は、市に係る苦情等の申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基

づき必要があると認める場合は、市長に対し、市の施策についての意見を表明し、又は施策の是

正若しくは改善のために必要な措置若しくは権利侵害により被害を被った者の救済のために必要

な措置をとるべき旨を勧告することができる。

2 前項の規定による意見の表明及び勧告についての決定は、推進委員の合議によらなければなら

ない。

3 市長は、推進委員から第1項の規定により意見が表明され、又は勧告を受けたときは、当該意見

又は勧告を尊重しなければならない。

4 市長は、第1項の規定による勧告を受けたときは、当該勧告に対する市の措置について推進委員

に報告しなければならない。

5 推進委員は、市長から前項の規定による報告を受けたときは、当該勧告及び報告の内容を公表

するものとする。

(救済の申出の処理)

第 21条推進委員は、第 18条第2項に規定する救済の申出(前条の規定により処理するものを

除く。以下「救済の申出」という。)があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要

があると認める場合は、権利侵害により被害を被った者を救済するためのあっせんその他調整(以

下 fあっせん等Jという。)を行うことができる。

2 推進委員は、前項の規定によるあっせん等を行った場合において、救済の申出に係る状況が改

善されていないと認めるときは、権利侵害を行い被害を与えたものに対し、改善を求めるための

意見を表明することができる。

3 推進委員は、前項の規定による意見の表明を事業者等に対して行った場合において、なお救済

の申出に係る状況が継続し、かっ、その態様が悪質であると認めるときは、当該事業者等に対し、

救済の申出に係る状況を是正するために必要な措置をとるべき旨を要請することができる。

4 推進委員は、前項の規定により事業者等に是正を要請した場合において、当該事業者等が正当

な理由なく当該要請に応じないときは、市長に対し、その経過を報告するとともに、その状況を

公表するよう求めることができる。

5 第2項の規定による意見の表明、第3項の規定による要請並びに前項の規定による報告及び公表

の求めについての決定は、推進委員の合議によらなければならない。

6 市長は、推進委員から第4項の規定による報告及び公表の求めが行われた場合には、その状況に

ついて必要な事項を公表するものとする。この場合において、市長は、あらかじめ当該公表に係

る事業者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

7 市長は、前項の規定による公表を行ったときは、推進委員に対し、その内容を通知しなければ

ならない。

(自己の発意による苦情等の処理)

第 22条推進委員は、自己の発意に基づき、第 20条第 1項及び前条第 1項から第4項までの規

定による調査、意見の表明、勧告、あっせん等、要請並びに報告及び公表の求めを行うことがで

きる。この場合において、第20条第2項から第5項まで及び前条第5項から第7項までの規定

を準用する。

(処理の経過及び結果の通知)

第 23条推進委員は、第 20条から前条までの規定により、意見を表明し、勧告し、あっせん等

を行い、是正を要請し、若しくは市長に対して公表を求め、文は市長から報告を受け、若しくは

市長からの通知があったときは、苦情等の申出を行った者(苦情等の申出を行った者が、権利侵害

により被害を被った者と異なる場合にあっては、それぞれの者)に対して、その旨を通知するもの

とする。

2 前項の規定によるあっせん等を行った旨の通知は、当該通知を受けるべき者があっせん等の当

事者である場合は、これを省略することができる。
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(調査への協力)

第 24条 市は、推進委員が第20条第 1項の調査を行う場合において、その調査を拒んではなら

ない。

2 市民及び事業者等は、推進委員が第21条第 1項の調査を行う場合において、その調査の実施

に協力するよう努めなければならない。

(職務の遂行)

第25条 推進委員は、公平適切かっ迅速にその職務を遂行しなければならない。

2 推進委員は、その職務の公平な遂行に支障を生ずるおそれのある苦情等の申出についての処理

に関わることができない。

(兼職の禁止)

第 26条 推進委員は、国会議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行機

関として置かれる委員会の委員若しくは委員又は地方公共団体の常勤の職員若しくは地方公務員

法(昭和 25年法律第261号)第28条の 5第 1項に規定する短時間勤務の職を占める職員と

兼ねることができない。

(政治的行為の制限)

第 27条 推進委員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員と

なってはならず、又はその職務上の地位をこれらの団体若しくは政治的目的のために利用しては

ならない。

(解職の制限)

第 28条 市長は、推進委員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められる場合又は推

進委員としてふさわしくない行為があると明白に認められる場合でなければ、その職を解くこと

ができない。

(守秘義務)

第 29条 推進委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、

同様とする。

第4章久留米市男女平等政策審議会

(設置)

第 30条 市は、行動計画その他の男女平等の推進に関する重要な事項を調査審議するため、市長

の附属機関として久留米市男女平等政策審議会(以下 「審議会」という。)を置く 。

(組織)

第31条 審議会は、委員 20人以内をもって組織する。

2 審議会の委員は、学識経験を有する者及び男女平等の推進に関し優れた識見を有する者のうち

から、市長がこれを委嘱する。

3 審議会の委員の構成は、男女いずれか一方の委員の数が審議会の委員の総数の 10分の4未満

であってはならない。

4 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の審議会の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。

5 審議会の委員の任期は、通算して 6年を超えることができない。ただし、市長が特別の事情が

あると認めるときは、この限りでない。

(所掌事務)

第32条 審議会は、次に掲げる事務を行う。

( 1 ) 市長の諮問に応じて、行動計画の策定及び変更に関し、調査審議し、意見を述べること。

(2 ) 行動計画の実施状況に関する年次報告書の内容についての報告を受け、必要に応じて、こ

れに対する意見を述べること。

(3 ) 前2号のほか、市長の諮問に応じて、男女平等の推進に関する重要な事項に関し、調査審

議し、及び答申を行い、又は必要があると認める事項について、市長に意見を述べること。
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(意見の聴取)

第 33条 審議会は、その所掌事務の処理に必要があるときは、市の機関の職員の出席を求め、意

見を聴くことができる。

第5章雑則

(委任)

第 34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(平成 14年 9月30日 久留米市条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成 15年4月 1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な推進委員及び審議会委員の委嘱その他の準備行為は、この条

例の施行の目前においても行うことができる。

(久留米市附属機関の設置に関する条例の一部改正)

3 久留米市附属機関の設置に関する条例(昭和 33年久留米市条例第8号)の一部を次のように

改正する。

別表市長の項中

久留米市乳幼児保育教育施設 保育所及び幼稚闘の適正な配置に関する事項を調査審議

適正配置委員会 すること。

久留米市男女平等政策審議会 男女平等政策に関する事項について調査審議すること。

を

久留米市乳幼児保育教育施設 保育所及び幼稚閣の適正な配置に関する事項を調査審議

適正配置委員会 すること。

に改める。

(田主丸町、北野町、城島町及び三瀦町の編入に伴う委員の任期の特例)

4 田主丸町、北野町、城島町及び三瀦町の編入に伴い、当該編入の日以後最初に委嘱される久留

米市男女平等政策審議会の委員(当該編入の際現に久留米市男女平等政策審議会の委員であるも

の(以下 f現行の委員Jという。)の任期中に新たに委員として委嘱されるものに限る。)の任期は、

第 31条第4項の規定にかかわらず、現行の委員の任期の満了する日までとする。

(平 16条例52・追加)

附則(平成 16年 12月28日条例第52号)

この条例は、平成 17年 2月5日から施行する。
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0久留米市における審議会等への女性の登用促進要綱

(目的)

匿回

平成15年3月31日

14男女第73号

第 1条 この要綱は、男女共同参画社会基本法(平成 11年法律第78号)の理念に基づき、男

女の自立と男女共同参画社会の実現を目指じて、女性の意見を政策 ・方針決定の場へ反映させ

るため、審議会等への女性の登用を積極的に促進することを目的とする。

(定義)

第 2条 この要綱で 「審議会等j とは、附属機関並びに要綱及び規程により設置された審議会、

委員会、協議会、その他の調査、研究、審議、審査、協議等のための機関をいう。

(目標)

第 3条各審議会等の委員に占める男女の割合の目標は、男女いずれも 50パーセントとす

る。ただし、委員の数が奇数の場合は、男女それぞれの委員の数の差が 1名であることと

する。

2 前項に規定する 目標によりがたい場合は、男女の割合のいずれもが 40パーセントを下

回らないこととする。

(登用の促進)

第4条 審議会等を所管する課等の長(以下 「所管の長Jという。)は、所管する審議会等の委

員の任命又は委嘱については、次の各号に掲げる事項に留意し、女性の積極的な登用を図る

ものとする。

(1) 市民及び学識経験者から選任される委員については、女性の登用に特別の枠を設ける等

の配慮、をすること。

(2) 団体推薦の委員については、団体の長等の役職に限定せず、女性の適任者の推薦につい

て協力を要請すること。

(登用推進員の設置)

第 5条 女性委員の登用計画の達成を図るため、各部に登用推進員を設置する。

2 登用推進員は、男女平等政策会議幹事 (久留米市男女平等政策会議設置規程(平成 15年久

留米市規程第9号)別表第 2に規定する代表幹事及び幹事の職にある者をいう。)のうち各部

次長(部次長が置かれていない部にあっては次長の職位にある者のうち 1名)をもって充てる

ものとし、所管の長への助言及び女性委員登用に必要な部内の調整事務を行う。

3 登用推進員は、審議会等の新設に伴う委員の選任文は委員の改選若しくは補充(定数の増員

又は任期途中の委員退任に伴う委員の選任をいう。以下閉じ。)に当たっては、男女平等政策

会議会長(以下 「会長」 という。)に意見を求めることができる。

4 会長は、前項において、女性委員の登用について必要に応じ、助言や女性の人材に関する情

報を提供するものとする。

(協議書等の提出)

第 6条 登用推進員は、審議会等の委員改選の 2:月前までに審議会等委員への女性の登用に関す

る協議について所管の長に通知する。

2 各所管の長は、審議会等の委員の候補者を選定するに当たり 、審議会等の新設文は委員の改

選が行われる場合は当該新設又は改選が行われる 1月前までに、委員の補充が行われる場合は

当該補充の必要が生じ次第速やかに候補者を選定し、審議会等委員への女性の登用に関する協

議書(別記様式)、予定者名簿及び審議会等の設置の根拠となる規程(以下 「協議書等」 とい

う。)を所属の部長等に提出しなければならない。
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3 協議書等の提出を受けた部長等は、速やかに男女平等推進担当部長に提出するものとする。

(事後報告)

第6条の 2 所管の長は、前条の規定によらない委員の交代などにより登用状況に変更が生じた

場合には、速やかに所属の部長等に対し、第6条に規定する協議書等を提出するものとする。

この場合において、提出された協議書等は、受用状況変更報告書とみなす。

2 登用状況変更報告書を受けた部長等は、速やかに男女平等推進担当部長に提出するものと

する。

(改善に向けた検討)

第7条 協議書等の提出を受けた男女平等推進担当部長は、第3条に規定する目標が達成されて

いない場合は、会長及び男女平等政策会議副会長(以下「副会長j という。)に報告し、会長、

副会長及び部長等で登用率向上のための改善策について協議するものとする。

(その他)

第8条 所管の長は、審議会等において男女の占める割合が一方に偏ることで発言の機会が阻ま

れることなく、多様な意見が施策に反映されるよう、新たに委員に就任する者に対して事前に

審議会等の趣旨や内容を説明する等丁寧な対応に努めるものとする。

第9条 団体推薦の場合において、推薦を依頼する団体に対し、団体の役職を担う女性が育成さ

れるよう、必要に応じて男女共同参画に関する啓発や情報の提供を行うものとする。

(公表)

第 10条 審議会等の女性委員の登用状況は、毎年度公表するものとする。

(庶務)

第 11条 この要綱等の庶務は、協働推進部男女平等政策課において行う。

(委任)

第 12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

附則

この要綱は、平成 15年4月 1日から施行する。

附則(平成 17年 16男女第 153号)

この要綱は、平成 17年4月 1日から施行する。

附則(平成20年 19男女第 186号)

この要綱は、平成20年4月 1日から施行する。

附則(平成23年 22男女第 232号)

この要綱は、平成23年4月 1日から施行する。

附則(平成23年 23男女第69号)

この要綱は、平成23年6月 15日から施行する。

附則(平成28年 27男女第 138号)

この要綱は、平成28年4月 1日から施行する。

附則(平成30年 29男女第 100号)
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この要綱は、平成30年 6月1日から施行する。

附則(平成31年 30男女第88号)

この要綱は、平成31年4月 1日から施行する。
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年 月 日

別記様式(第6条、第6条の2関係)

審議会等委員への女性の登用に関する協議書

担当課 部 諜 担当 連絡先(

1 審議会等の概要

名称

設置根拠

区分
A:法律・条例によるもの B:要綱等によるもの

(該当するものに0)

任期(期間) 年 月 日 から 年 月 日 ( 年 か月)

2 提出理由

口新規 口改選(任期満了に伴う) 口補充
提出の理由

口異動報告(人事異動等による一部改選など)

|都競 によ り選任され | 年月 日 から

※異動報告、字幅充など、審B盟会等の任期と委員の佳期が異なる渇合に犯人するζと。
※新規の審陵会等や椴拠規定に基づく任期演了によるー斉改選の治合1ま、毘入不要

3 男女の割合

¥ 女性(人) 男性(人) 合計(人)

今回

前回

4 登用率の見込み

口男女いずれの割合も40%以上

口男女いずれかの割合が40%未満

男女いずれかの割合が40%未満の理由
理由

今後の対応策

畳用率
(小敏l轟以下郷2位を四槍玉入}

女性 男性

年 月 日 (

【目標】

女性文は男性の割合は、いずれ
も50怖が目標

男女いずれの割合も40%を下回
らないこと。

<備考> この協擁書の添付書類として審自慢会等の委員予定者名簿(女性委員に印を付けたもの)及び

審緩会等の綾置根拠規程を提出すること。

<男女平等政策会議事務局意見欄>
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男女共同参画社会基本法(平成 11年法律第 78号)

前文

第 1章総員IJ(第 1条一第 12条)

第 2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策(第 13条一第 20条)

第3章男女共同参画会議(第21条一第28条)

附則

匿国

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等が うたわれ、男女平等の実現に向け

た様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努

力が必要とされている。

一方、少子高齢化の進展、圏内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応し

ていく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その

個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を 21世紀の我が国社会を決定する最重要

課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推

進を図っていくことが重要である。

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向

かつて園、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かっ計画的に推

進するため、この法律を制定する。

第1章総則

(目的)

第 1条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力

ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、

並びに園、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の基本となる事項を定めることにより 、男女共同参画社会の形成を総合的かっ計

画的に推進することを目的とする。

(定義)

第 2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

( 1 ) 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社

会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経

済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かっ、共に責任を担うべき社会を形成

することをいう。

(2 ) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内

において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(男女の人権の尊重)

第 3条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別に

よる差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその

他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。
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(社会における制度文は慣行についての配慮)

第4条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的

な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすこと

により、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会にお

ける制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なも

のとするように配慮されなければならない。

(政策等の立案及び決定への共同参画)

第5条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団

体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保さ

れることを旨として、行われなければならない。

(家庭生活における活動と他の活動の両立)

第6条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子

の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果

たし、かっ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなけれ

ばならない。

(国際的協調)

第 7条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していること

にかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。

(国の責務)

第8条 国は、第3条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念(以下 f基

本理念Jという。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置

を含む。以下閉じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第9条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策

に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する

責務を有する。

(国民の責務)

第 10条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にの

っとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。

(法制上の措置等)

第 11条政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は

財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

(年次報告等)

第 12条政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。

2 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮、して講じようとする男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかtこした文書を作成し、これを国会に提出しな

ければならない。

第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策

(男女共同参画基本計画)

第 13条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かっ計画的な推進を図る

ため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画(以下「男女共同参画基本計画」と

いう。)を定めなければならない。

2 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

( 1 ) 総合的かっ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱

(2 ) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かっ計

面的に推進するために必要な事項
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3 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣

議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本

計画を公表しなければならない。

5 前2項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。

(都道府県男女共同参画計画等)

第 14条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下 「都道府県男女共同参画計画J

という。)を定めなければならない。

2 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

( 1 ) 都道府県の区域において総合的かっ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の大綱

(2 ) 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策を総合的かっ計画的に推進するために必要な事項

3 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区

域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下 f市町村

男女共同参画計画j という。)を定めるように努めなければならない。

4 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は

変更したときは、遅滞なく 、これを公表しなければならない。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第 15条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策

定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。

(国民の理解を深めるための措置)

第 16条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよ

う適切な措置を講じなければならない。

(苦情の処理等)

第 17条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社

会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別

による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害され

た場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。

(調査研究)

第 18条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査

研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進する

ように努めるものとする。

(国際的協調のための措置)

第 19条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機

関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図

るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(地方公共団体及び民間の団体に対する支援)

第 20条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の

団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必

要な措置を講ずるように努めるものとする。

第3章男女共同参画会議

(設置)

第21条 内閣府に、男女共同参画会議(以下 f会議」という。)を置く。
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(所掌事務)

第 22条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

( 1 ) 男女共同参画基本計画に関し、第 13条第3項に規定する事項を処理すること。

(2 ) 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社

会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。

(3 ) 前2号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣

及び関係各大臣に対し、意見を述べること。

(4) 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び

政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、

内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。

(組織)

第23条 会議は、議長及び議員 24人以内をもって組織する。

(議長)

第 24条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。

2 議長は、会務を総理する。

(議員)

第 25条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。

( 1 ) 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

(2 ) 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命

する者

2 前項第2号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の 10分の 5未満であってはならない。

3 第 1項第2号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の

1 0分の4未満であってはならない。

4 第 1項第2号の議員は、非常勤とする。

(議員の任期)

第 26条 前条第 1項第2号の議員の任期は、 2年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者

の残任期間とする。

2 前条第 1項第2号の議員は、再任されることができる。

(資料提出の要求等)

第 27条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長

に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を

求めることができる。

2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以

外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(政令への委任)

第 28条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な

事項は、政令で定める。

附則抄

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

(男女共同参画審議会設置法の廃止)

第2条 男女共同参画審議会設置法(平成9年法律第 7号)は、廃止する。

(経過措置)

第 3条前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法(以下 「旧審議会設置法」という。)

第 1条の規定により置かれた男女共同参画審議，会は、第 21条第 1項の規定により置かれた審議

会となり、同一性をもって存続するものとする。
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2 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第4条第 1項の規定により任命された男女共同参画審

議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第23条第 1項の規定により、審議会の委員と

して任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、

同条第2項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第4条第2項の規定により任命さ

れた男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同ーの期間とする。

3 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第5条第 1項の規定により定められた男女共同参画審

議会の会長である者又は同条第3項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法

律の施行の日に、第24条第 1項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条第 3項の

規定により審議会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

附則 (平成 11年 7月 16日法律第 102号) 抄

(施行期日)

第 1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成 11年法律第88号)の施行の日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

( 1 )略

(2 ) 附則第 10条第 1項及び第5項、第 14条第3項、第 23条、第 28条並びに第30条

の規定公布の日

(職員の身分引継ぎ)

第 3条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林

水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前

の府省j という。)の職員(国家行政組織法(昭和 23年法律第 120号)第8条の審議会等の

会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに こ

れらに類する者として政令で定めるものを除く 。)である者は、別に辞令を発せられない限り、

同ーの勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部

科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条におい

て f新府省Jという。)文はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に

当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに

置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)

第 30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置

は、 JJIJに法律で定める。

附則 (平成 11年 12月22日法律第 160号) 抄

(施行期日)

第 1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成 13年 1月6日から施行する。

- 91 ー





ドメスティック・パイオレンス(DV)

のないまちづくり宣言

人はだれもが、かけがえのない個人として尊重され、安

全に安心して暮らす権利をもっています。しかし、DVに

よる被害は後を絶ちません。

DVとは、配偶者聞や恋人同士など親密な関係のなかで

おきる、さまざまな暴力のこ とをいいます。DVは人を暴

力で支配する行為であり、体や心を傷つけ、命を奪う こと

さえある重大な人権侵害です。

DVはし、かなる理由があっても許される ものではあり

ません。

久留米市は、市民と協働して、 DVのないまちづくりを

進めることを決意し、ここに宣言します。

(平成22年告示第494号)

令和4年度版久留米市男女共同参画白書

第4次久留米市男女共同参画行動計画(第3次久留米市DV対策基本計画)

[令和 3年度実施状況】

令和 5年3月

編集 久留米市協働推進部男女平等政策課
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F:AX 0942-30・9703



L
3
n
H
t量

匡
』

t
p之
戸
加
入

メ
寸
手
干

4

h
「
同
門
臼

仏
川

久

留

米

市

男

女

共

同

参

画

白

書


